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     午前１０時００分  開 議 

○議長（色川晴夫君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいま出席議員は13名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより令和５年第１回松島町議会定例会を再開いたします。 

  傍聴の申出がございますので、お知らせします。東松島市佐藤太一さんです。ほか１名。 

  それでは、本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付しております。 

                                            

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（色川晴夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第124条の規定により３番櫻井 靖議員、４番櫻井貞子

議員を指名します。 

                                            

     日程第２ 一般質問 

○議長（色川晴夫君） 日程第２、一般質問に入ります。 

  通告の順に従いまして質問を許します。 

  質問者は登壇の上、質問願います。 

  １番菅野隆二議員。 

     〔１番 菅野隆二君 登壇〕 

○１番（菅野隆二君） おはようございます。菅野でございます。 

  令和５年の第１回定例会で、一番最初に一般質問を１番の菅野がさせていただきます。 

  今日３月２日は遠山の金さんの日ということらしいんですが、遠山の金さんは桜吹雪の彫り

物を背中にしょって町民のためにやってきたわけですけれども、私は背中に彫り物はありま

せんが、町民の皆さんの思いをしょって今日は質問させていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

  今回、２問あるんですが、まず１問目なんですけれども、町内における食品価格高騰に伴う

学校給食への影響と給食環境の維持についてというところになるんですが、心身共に成長発

達の途上にある子供たちにとって、栄養バランスの取れた食事を１日３回きちんと取り、合

理的に栄養を摂取することは健康な生活を送る上で基本となるものであります。学校給食は

毎日を健康で生き生きと生活できるようにするために、食事・運動、休養の調和の取れた生
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活習慣を身につけるための重要な役割も担っております。 

  その中で、牛乳や小麦の単価のほか、各種調味料や流通コストの上昇により、必要な栄養を

維持した状態での給食提供に支障が生じているケースも他自治体で発生しています。 

  松島町は保護者の経済的負担を増やすことなく給食費を維持している状況ではありますが、

記録的な食品値上げが続いている中で、学校給食接種基準量を下回らずに必要な栄養を維持

した状態での給食を提供できているのか、今後も食品値上げが続くと予想されていますが、

給食費や環境を維持できるのか、そういった不安を感じている保護者の方も多いです。 

  松島の子供たちの健康の増進、体位の向上を図ることはもちろんのこと、食に関する指導を

効果的に進めるための重要な教材としての役割を担っている学校給食の継続的な安定提供に

向けて、次のことをお伺いします。 

  昨年から続く食品値上げで家計が厳しくなっておるというのは、誰もが実感していると思い

ます。帝国データバンクの調査では、値上げ品目は今年に入ってからも前年の２倍ペースで

推移していて、年間の平均値上げ率は14％にもなるということ。品目でいうと、今月値上げ

される商品が3,442もあるとのこと、こういったニュースが昨日もやっておりましたが、さら

に４月に輸入小麦の価格改定動向次第では、給食に欠かせないパンなどの製品価格に波及す

る可能性もあります。 

  総務省が１月20日に発表した消費者物価指数が、前年同月比の104とのことで４％上昇して

いるというところでした。４％上がったということは、町の小中学生の賄い材料費の4,140万

円に当てはめて考えてみると、計算上１年前と比べると、同じ金額でも160万円分の食材が減

ってしまうということになっております。 

  そういった状況の中で実質的な給食費の据置きとなれば、品質の低下、量の削減、おかずや

デザートのカットなどをせざるを得ないのではとちょっと心配になっております。そういっ

た状況の中で、子供たちへ必要な栄養を維持したまま給食を提供できているのか、そういっ

たところをまず１つ目にお聞きします。 

○議長（色川晴夫君） 答弁。櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） 菅野隆二議員の学校給食に対する質問につきましては、教育委員会から

答弁させます。 

○議長（色川晴夫君） 千葉教育次長兼教育課長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） 賄い材料費につきましては、菅野議員おっしゃるとおり、

原油価格高騰等による材料費値上げの影響は予想を超えるものであります。成長期にある子
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供たちの１日３食のうちの大事な食事でもありますので、材料の仕入れや献立内容を工夫す

るなど、そういった努力も行いながら、学校給食接種基準量を下回らないよう、栄養バラン

スを維持したままの給食の提供を現在行っております。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） という状況で、しっかり栄養を維持したまま提供できているというので

あれば、極端な話をすると、ではもともとそんなに給食費高くなくてもよかったのではない

かという話にもなると思うんですけれども、それとはまた別で、現場の栄養士さんとか本当

にいろいろと苦労なさっているんだろうなというところを感じるんですが、その現場への負

担が大きくなるのではというちょっと懸念もあるんですが、その辺に関してももし分かれば

お願いします。 

○議長（色川晴夫君） 千葉教育次長兼教育課長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） 確かに、栄養士のほうでも献立の作成には大変苦慮して

いるというのは伺っています。その辺も含めまして、栄養士とその辺は相談しながら対応し

ているのが現状でございます。 

  以上でございます。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） 現場の皆さんは一生懸命やっているとは思いますので、その辺のあまり

負担をかけ過ぎないようにフォローしていただければと思います。 

  続いて、先ほど言った賄い材料費は原則保護者の自己負担ということで、食材が高くなった

ので単純に給食費も値上げするというのは現実的ではないというのは、もちろん分かります。

ただ、多くの近隣市町村、約20市町村ぐらいでは、新型コロナウイルス感染症対策地方創生

臨時交付金を高騰する賄い材料費に充当するという形を取っていました。 

  町として、この交付金を給食費へ充当に活用しなかったのか、どういった検討をしたのかと

いうのを、もしあれば理由をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） まず、今の質問の答弁に入る前に、学校給食、２月の初めに第五小学校

に行って、久しぶりに給食を食べてまいりました。イカフライ定食でございましたけれども

大変おいしく、学校としては結構ボリュームあるんだなと思いながら、その中の６年生の体

格のよい子はお代わりをして、結構食べるんだなと思って。ですから、おいしくいろんなも
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のを、学校の給食センターのほうでは栄養管理士がガイドラインで横の連携を取りながら進

めているんだなと、こういうふうに思います。議員の皆さんも機会があったら給食センター

で、学校でというのはなかなか難しいから給食センターで、以前私が教育民生の委員会にい

たときは食べに行って、どうなのかということを確認したこともございましたけれども、も

しそういう機会があれば、実際現場で見ていただければというふうに思います。 

  それから、物価高騰に伴っての値上げに対して給食費を上げると、これは順当な話でありま

して、菅野議員からそうしろと言われればすぐにでもしたいぐらいなんですけれども、そこ

はやっぱりなかなかできないだろうと。では国から臨時交付金の内示が来た段階で、これは

担当者を全部呼んでどうなのかということで、いろいろ内容等を協議します。当然教育委員

会、それから学校給食センターのほうの担当者も呼んで、実際どうなんだということで検討

します。それが例えば10月とかそういったときの頃の内容と、それから今の内容とはちょっ

と変わってきていますけれどもね。あの当時は、昨年のその10月頃のときは、油の高騰とか

そういったもので、マヨネーズとかそういった乳製品が値上がりしたとか、そういったこと

がありましたけれども、電気とかそういったものにあまりまだ波及していなかった。それが

年を越えて、電気のほうにどんどんどんどん波及してきているというのが現状でありまして、

ですから今回補正を組んでいますけれどもね。 

  それで、まず町とすれば保護者の人にまずそういったことで負担はかけないようにしようと

いうのが、我々としては一致した考えで、保護者の人たちもコロナでいろんな対応に関わっ

て大変なんだろうと。ですから、ここは町で踏ん張らなくちゃならないと。もし足りなくな

ったら一財を投入して、給食費の安定を保とうかという結論に至って来ているのが現状であ

ります。その結果が、３月の補正というふうになっています。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） 私も機会があれば給食センターに行って、給食をお代わりしたいと思い

ます。 

  町長おっしゃったとおり、その給食費は上がっていないという、何とか維持しているという

ことは物すごくすばらしいなというところで思ったんですが、そういった形でいろいろと先

ほども言ったような、その現場の方にどうしても負担が回っているとか、すごい苦労がある

だろうなとかというところだったりとかですね、ほかの市町村だったりとかでその栄養が維

持できないという話も聞いていたもので、そこが心配だったので確認をさせていただきまし

た。 
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  では、続いてのところなんですが、11月18日に松島中学校の御飯の中に直系４ミリメートル

ほどの金属のような球体２個が混入する事案が発生したとのことですが、まずはそのときの

状況や経緯、この金属の材質や混入経路の調査結果、もし分かれば教えていただきたいと思

います。 

○議長（色川晴夫君） 千葉教育次長兼教育課長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） 昨年11月に松島中学校のほうの給食で、生徒１名の御飯

の中に金属製の球体が入っているのが発見されました。幸いその生徒は口に入れる前に気づ

き、大事には至らなかったところではありますが、教育委員会ではこのことを重く受け止め

まして、その日のうちにまずはその生徒の保護者に謝罪と状況報告をまず行いました。それ

と同時に、御飯なんですけれども、御飯は大崎市の米飯業者から直接学校のほうに配送され

ているものになっておりますので、その業者の施設及び機械類の点検確認をすぐ指示しまし

て、欠損等がないかすぐ確認したところであります。それは県の指導もありまして、あと併

せまして同日中にその業者に、管轄の保健所にも立ち入り検査を求めたところであります。

結果、その施設内での異物混入がないという報告も受けまして、再度施設内、配送車を念入

りに点検し、安全確認をした上で、給食の停止は行わず、通常どおり給食の提供を継続した

ということに至っております。 

  以上でございます。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） なかなかこの混入経路というのはなかなか解明するのは難しいだろうな

とは私も思うんですが、この球体の素材だったりとか、予想されるこういった可能性でもし

かして入ったのではないかとかというのが、もし分かれば教えていただければと思います。 

○議長（色川晴夫君） 千葉教育次長兼教育課長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） 球体のほうは、宮城県の公衆衛生協会のほうに検査依頼

をしましたところ、金属の磁石のようなものであったという結果があります。菅野議員おっ

しゃるとおり、我々も米飯業者、それから配送車、あと念のため学校のほうにもちょっとそ

ういう教材とかで使用しているものがないか、そういうのことも含めて一応確認作業は行っ

たんですが、混入経路の究明には至らなかったというのが現状であります。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） これ当日こう入っていたのが見つかって、それを取り除いて、その日に
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給食は生徒さんたちは食べられたのかどうかというところも、聞かせていただいてよろしい

でしょうか。 

○議長（色川晴夫君） 千葉教育次長兼教育課長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） その日の給食は、その生徒以外のものについては通常ど

おり食したというところでございます。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） その生徒さんが口に入れる前でよかったというところはあるんですが、

その後給食、多分先生の判断で再開したというところでお聞きはしましたけれども、万が一

この金属の球体が成分のにじみ出るような毒物だったりしたら、本当に怖いなというところ

はあったんですが、その状況でそれを食べさせるかどうかというのが先生の判断だったり、

その現場に任せるというのはちょっと責任が大き過ぎるのではとちょっと思ったんですが、

もちろん同様のことが起きないのが一番よいとは思うんですけれども、発生してしまった場

合のための町としての対応フローだったり、給食再開、中止の判断基準だったり、公表する

基準だったりという明確にしたマニュアルとかをつくったほうがよいのではないのかなと思

うんですが、その点についていかがでしょうか。 

○議長（色川晴夫君） 千葉教育次長兼教育課長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） 私たちも学校給食法に基づく、県のほうで作成しており

ます「食に関する指導・学校給食の手引」というのが、県下全ての市町村でこのような冊子

で指導を受けておりますので、これに基づいて、この中には異物混入があった際にどのよう

な対応をするのかの行動も含まれておりますので、これを基に対処方法を行っているところ

でございます。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） その手引きの中には、どういった基準で中止の判断だったり、再開だっ

たり、例えば公表の基準だったりとかというのは、どういったものが載っているのか教えて

いただければと思います。 

○議長（色川晴夫君） 千葉教育次長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） まずは、その事象があったときにどういう機関に連絡し

なければいけないのかですね。今回は宮城県、それから保健所、それから学校給食会、そう
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いうまず連絡の経路。あと、それから公表の基準も書いてはいるんですが、その中身にもよ

って教育委員会内で検討することという記載に今なっております。現状はそのようになって

おります。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） それですと給食の時間なども限られているわけなので、連絡して教育委

員会の判断を待ってとなると、なかなかその時間的にも厳しいと思うんですが、そういった

ところを考えると、もしかして先生が現場で判断せざるを得ないというところも出てくるの

ではないかなと思うんですが、そういうところをもうちょっと明確にした町独自のものだっ

たりとかがあってもよいのかなと思うんですが、そういったものを検討するというところは

いかがでしょうか。 

○議長（色川晴夫君） 内海教育長。 

○教育長（内海俊行君） 今そのようなお話ありましたけれども、今回米飯の納入業者の入り口

と出口の間に４ミリメートルのベアリングの玉のようなところがあるんですけれども、ただ

磁石みたいな感じなので入ったかということなんですが、そこについての混入経路というの

は何度も次長が言ったように分からないわけです。 

  その後の話なんですけれども、今度は給食を食べてよいのかどうかの判断なんですけれども、

学校で食べさせたんだけど、注意して見て食べてねとは言わないわけはないと思うんです。

ですから、その判断は時期尚早だったかどうかは分かりませんけれども、それを踏まえなが

ら、今お話あったように改善するのは私たちの務めでありますので、そこは判断が早過ぎた

というのであれば、もう一度深く考えてみて、重く捉えながら、そこは注意しながら改善し

ていきたい。もし二度とこういうことがあった場合には、給食を取りやめるという判断も必

要だったかもしれない。ただ、私が聞いた話ではそういうことはないということなので、私

の責任において食べさせたと言っていただいても構いませんので、何かあったら私が責任を

取るという形にはなりますけれども、いろいろな状況判断を聞いたときに、大丈夫ではない

かという判断をいたしました。 

  菅野議員さんがこれからもそういう部分について危惧しているというのであれば、そういう

ところをもう１回精査しながら対応していきたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 
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○１番（菅野隆二君） 判断がこう間違っているとか早かった、遅かったというのは私もこうは

っきり明言はもちろんできないんですが、万が一それが何かほかの生徒さんも食べて、体に

何か変化が起きてしまったらとかというところになると、その判断をしてしまった先生は多

分一生後悔するだろうというところも思いましたので、そのところをぜひ検討していただけ

ればと思います。 

  続いて、学校給食費の見直しというところなんですが、これは一概に給食費無償にしたほう

がよいのではないかという提案ではなくてですね、今学校給食費を５年サイクルで見直しし

ているということだったんですが、今回のような予想外の急激な食材高騰などの場合は、そ

の都度見直したり、その５年というのを短縮したりというところをして対応していく必要が

あるのではないのかなと考えるのですが、そういったことを検討しているのかどうかという

ところをお聞かせいただければと思います。 

○議長（色川晴夫君） 答弁。千葉教育次長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） 菅野議員おっしゃるとおり、５年ごとに見直すというそ

の計画では動いておりますが、今年度以降の物価高騰等や、あと国のほうの動向なども勘案

して、その辺は対応を見極めていかなければならないと考えておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） 給食費の高騰でいえば、12月議会で今野議員が給食費無償化についても

質問したんですが、その際に町長は無償化する考えは今のところはないというところで答弁

なさっていましたけれども、今近隣自治体で無償化の動きが活発になってきているというと

ころがあるんですが、今回予算組みをする際に改めて無償化を検討したということはあった

のか、なかったのか、その辺もちょっとお聞かせいただければと思います。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） 以前、今野議員さんがこの無償化について質問されて私答弁しています

ので、所管は教育委員会なんですけれども、根本的な考え方で、まずいろんな自治体が今そ

ういったことに取り組んできているのは把握はしております。ただ考え方として、やっぱり

食事というものは自分たちが食べたものに対しての対価だと思いますので、そういったもの

についてはしっかり既定の金を払うというのが通常なのではないかという話。それから、近

隣自治体というお話が出ましたけれども、近隣は黒川郡がそういうふうになってきていて、

宮城県はそうでもないという話です。利府町さんが今年から、令和５年からかな、今の議会
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でかけているんでしょうけれども、学年によって、小学校６年と中学３年は無償にしていき

たいというような内容は聞いておりますけれども、他の自治体については今のところ考えて

いないと。 

  相対的にこの間、県の町村会の会合が１月にあったときにですね、いろんな会議の議題の中

でその他に入ったときに、ある首長から手が挙がって、こういうことについては町村会、市

長会一体になって考えていく必要があると。それは隣の自治体はただにする、こっちはもら

う、そういう自治体同士での町村間、こういったものについてはどうなのかというのは給食

費と医療費、こういったものについては、県が国のほうにしっかりガイドラインをつくって

もらって予算をつけてもらうと。そういうやり方が根本にないと、うちのほうだけやる、こ

っちはやらないとかということで競争するものではないのではないかという意見が出ました

けれども、令和５年度についてはそういったところについても、県を通じて国のほうに、国

がちゃんとベース的なものを出してくれれば、それはそれで町としても考えるだろうし、市

としても考えるという。これは給食費だけではなくて、医療費等もそうなんですけれどもね。 

  そういったことで、国がいろんなことを手当をしていきたいといいながらも、なかなか内容

と数字が今出てこないようでありますけれども、今後そういったものに我々も期待しながら、

推移を見ていきたいというのが現状であります。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） では、令和５年度の予算組みの中では検討はしなかったという形になり

ますかね。 

  あと、川崎町で過疎債を使うというのも新聞に載っていたりはしたんですが、そういったも

のを使ってというところ、過疎債を使ってやってみるというところに関してはどうお考えで

しょうか。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） できれば給食費とかというものは、例えば令和５年度にやったら何年で

終わりということはないんだと思うんですね。例えば過疎債は何年度までで一旦打ち切りま

すよ、今12年かな、13年かな、そこで一旦打ち切りますよと言われていますので、ではそこ

まで過疎債を使ってやっていくという考えは、それはそれで自治体の考えだろうし。 

  それからあともう１つ、これは個人的な話でありますから、ふるさと納税でお金が入ったか

ら、それで給食費を何とかするというのが県北のほうの市で考えられて取り組むようであり

ますけれども、それは一定した財源でないわけですよね、ふるさと納税というのは。そうい
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ったものを充てていくというのがどうなのかというのが、周りの関係する、我々関係する

方々のお話であります。 

  ですから、これでいみじくも大衡の村長が毎年継続してやっていくというこのつらさをあの

人たちは分からないようだという話も聞いておりますけれども、そういったことでやっぱり

やるが上には、ずっと無償なら無償をしなくてはならないだろうし。 

  それから、令和５年度については教育委員会のほうに言っているのは、給食センターの運営

管理委員会があるので、その委員会を開いていただいて、この給食費の価格がどうなのか、

物価高騰を考えてどうなのかというのは、委員会でちょっと会議を設けてほしいという話は

しております。ただ、だからといって、令和５年度にすぐこういうふうに値上げとしたとか

いうことは、反映はしておりません。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） あと、給食費というと滞納という問題もあると思うんですが、現在の未

回収分の給食費というのはどれくらいあるのか、お聞かせいただければと思います。 

○議長（色川晴夫君） 千葉教育次長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） 滞納繰越分としまして、900万円ほど滞納がある現状で

ございます。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） １学年大体460万円ということだったので、２学年分の給食費が滞納に

なっているというところもあるわけですが、間違っている場合は訂正していただきたいんで

すが、今滞納の給食費に対して消滅時効期間が５年だったと思うんですが、以前は２年だっ

たと思うんですけれども、そうすると令和２年３月31日以前に発生した給食費の請求権が時

効になってしまうという状況があるんですが、その部分に関してはしっかり時効になる金額

だったりとかを把握しながら請求をしているのかというところも、もうちょっとお聞かせい

ただければと思います。 

○議長（色川晴夫君） 千葉教育次長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） 滞納繰越分につきましては、そのような時効の管理も併

せて行ってはおりますが、なかなか回収には至っていないのも現状であります。 

  そこで、今できることとしまして、例えば今年の令和４年度の給食費をできるだけ滞納に結

びつけないように、今までよりもちょっと早期で督促状を発付したり、そういうことで極力
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今年の分の滞納を次の年に繰り越さないというのを、ちょっと今１つの柱として今現状行っ

ているところでございます。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） 該当年度のその回収率によっては90後半のパーセントですので、大丈夫

なのかなというところではあるんですが、令和３年度の主要施策の成果説明書を見ると、令

和元年度の不納欠損額が103万円だったんですが、令和２年度も38万円と大幅に減っているん

ですね。これは多分５年が消滅時効期間の延長が関係しているのかなというところがあった

んですが、なのでこれが例えば延長しなければ、同じ100万円ぐらいこう欠損額として減らさ

れちゃっているのではないかなというところがあったんですが、それはそういった考えでよ

ろしいのか、教えていただければと思います。 

○議長（色川晴夫君） 答弁。千葉教育次長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） その消滅時効につきましては、いろいろなケースによっ

てその年整理できるもの、それからできないものとか、ちょっとその辺は区別していかなけ

ればならないもので、私どもとしても、できるだけその整理をしなければならないものにつ

いてはずっとそのままにしておくのではなくて、そういう整理もしていかなければならない

という思いで、認識でおります。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） そうですね。私も町長と同じ考えで、食べたものは払うべきだと思いま

すが、文部科学省の調査結果によりますと、給食費の未納の主な原因が経済的な問題が４割

なのに対して、保護者の責任感、規範意識の欠如が６割にも達しているというところだった

んですね。払いたくても払えないという場合も、もちろんあると思います。そういった方へ

もしっかり相談に乗ってほしいのは当然としてですね、それ以外で保護者の責任感、規範意

識の欠如が理由で払っていない方がいた場合でも、徴収を怠ったために請求ができなくなっ

たということがないようにしていただければと思います。そういったところをしっかりやら

ずに、給食費は無償化しませんと言っても、多分説得力がなくなってしまうので、そういっ

たところをちょっと気をつけて、管理のほうをしていただければと思います。 

  続いて、いろいろと質問させていただいたんですが、松島の給食というのは地場産の野菜を

積極的に使ったり、郷土料理をメニューに取り入れたりと、個人的にはすばらしいなと基本
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的には思っております。 

  宮城県で実施している地場産物活用状況調査において、登米市が県内市町村で第１位の

49.3％というところであったんですが、まず最初に松島町の地場活用状況というのは大体

何％ぐらいなのかというのを、もし分かれば教えていただければと思います。（「少々お待

ちください」の声あり） 

○議長（色川晴夫君） 千葉教育次長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） 令和３年度の値で申し訳ございません。野菜につきまし

ては26.7％、それから、そのほかに松島独自として環境保全米とか、トマトなど地元のもの

を多く取り入れているというのが松島の現状であります。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） 積極的に地場産品を使っていただければというところはあるんですが、

最後の質問で町独自の学校給食への取組、こんなことしていますよとかいうのがあれば、教

えていただければと思います。 

○議長（色川晴夫君） 答弁。千葉教育次長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） うちのほうの取組としまして、教育委員会のホームペー

ジにその日の給食の写真をその日のうちに掲載しておりまして、保護者の方も携帯とかパソ

コンで献立内容をご覧になっていただける状況をつくっております。 

  それから、うちの町だけではないと思うんですが、例えば３月って卒業を迎えるので、卒業

に向けてちょっと今日確認したんですが、紅白のイチゴのムースを提供したりとか、それか

ら今月でいうとひなあられを提供したりとか、子供たちにそういう季節のこともちょっと感

じてもらえるようなメニューの提供も、栄養士と相談をしながら引き続きやっていきたいと

いうふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） そういった季節のメニューを取り入れて、子供たちに楽しんでもらいな

がら給食をしてもらうというのはすばらしいなと思います。そういった部分でも今の状況が

この食品が値上がりしているという状況もありますので、そういったこともできなくなって

しまうということがないようにやっていただければと思います。 

  今後も食品値上げがまだまだ続くと予想されていますので、子供たち、そしてその保護者の
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皆さんが給食費や環境の維持に不安を抱かなくてもよい、学校給食の継続的な安定提供のた

めの創意工夫をお願いして、私の１問目のほうを終了とさせていただきます。 

  続いてなんですが、自治体ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の進捗状況につい

てというところで質問させていただきます。 

  最近、様々なところで耳にするＤＸ推進、その推進が急務とされる業界の１つに自治体が挙

げられています。町としても施政方針にあったとおり、推進に取り組んでいるともちろん承

知しております。 

  昨年９月の議会で、町長は令和７年度までにＤＸ施策の基盤整備の実現を目指すということ

でした。「ＤＸイコールデジタル化」という認識で「デジタルはよく分からないから」と自

分には関係ないと思っている町民の方が多いのも事実です。本来の自治体ＤＸはデジタル技

術やデータを活用して業務効率化を図り、人的資源を行政サービスのさらなる向上につなげ

ていくことで、住民の利便性をアップさせることが目的です。苦手な方を含めてデジタルを

使えというわけではなくて、使える方が使うことで時間短縮や手間の軽減につなげてもらう

と。そうすることで、職員の方の手間も減り、デジタルを使えない方への対応に回すことも

できるので、デジタルを使えない方も恩恵を受けることになります。 

  例えば、役場の窓口で町民１人に対して、職員の方１名がつきっきりで１時間かかる手続が

あったとします。そこにデジタルを使えるＡさんとデジタルがちょっと苦手なＢさんが、２

人が手続に来たといった場合、単純にその２人の手続が完了するまで１時間掛ける２人で２

時間かかることになります。ということは、職員の方もその業務に２時間、時間を取られる

という形になるわけですが、しかし、オンラインで手続などの環境が整っていれば、デジタ

ルを使える人は内容にもよると思いますが、どんなに手間がかかるものでも30分あれば手続

が終わるでしょう。完全オンラインであれば、役場までの往復時間移動も必要ありません。

一方、デジタルが苦手なＢさんは、Ａさんが先に並んでいたら２時間かかる予定だったのが、

単純に１時間で終わるということになって時間短縮です。しかも、ここで大きいのは職員の

方の時間も１時間短縮されるということなんですね。その時間をほかの業務に回すことがで

きるので、全体的な住民サービスも向上するということになります。なので、ＤＸを推進し

たことで、Ａさん、Ｂさんだけではなくて、ほかの住民の方も恩恵を受ける形になりますよ

というところなんですが、デジタルにあまり触れ合うことがなくて関係ないと思っている方

へも、このように町がＤＸを推進することで恩恵が受けられるんですよということを、しっ

かり、そして分かりやすく周知していく必要があるのではないのかなというところで思って
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おります。 

  行政懇談会では、町のＤＸの取組についての説明として、オンライン申請だったり、マイナ

ンバーカードの有効活用の話をしているということだったんですが、それだとメリットだっ

たり、そういった具体的な受ける恩恵を伝えるという部分では十分ではないように感じます。

ビジョンのないデジタル化は「デジタル技術を使うこと」が目的となってしまう恐れがあり

ます。私は、町としてデジタル技術を使って何を目的にどんなことを実現したいのか、とい

う明確なビジョンを持って、それを町民に分かりやすく伝えていくことがＤＸ施策の基盤整

備実現の第一歩ではないのかなと考えております。 

  そのような考えから質問をしたします。 

  まず１つ目、大前提として、町はデジタル技術を使って何を目的に、どんなことを実現した

いのかというのをお聞かせ願います。 

○議長（色川晴夫君） 答弁。櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） 質問に答えていきたいというふうに思います。 

  今、町といたしましては、令和３年度末に策定したＤＸ推進基本方針に基づきまして、行政

サービスの向上を目的として、デジタル技術の活用を前提とした基盤整備を現在行っており

ます。この基盤整備によりまして、時間、場所を選ばずに適切なタイミングで行政情報を得

られ、必要な行政手続が手軽に行える町の実現を目指すものであります。 

  なお、詳細等につきましては担当課長から答弁させます。 

○議長（色川晴夫君） 佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君） ご質問にお答えします。デジタル技術を使いまして町が実現

したいことについて、お答えしたいと思います。 

  町のＤＸ推進基本方針におきまして町の目指す姿としましては、いつでもどこでも手軽にス

マートに暮らしやすいまちを掲げております。この実現に向けて、それぞれ重点取組事項等

を設定させていただいております。 

  開庁時間、要は役場の開庁時間を気にせずに、町民個人のタイミングで行政手続が行えると

いう環境の整備は、公的機関以外の民間サービスの状況を見ましても、今やもう当たり前の

状況になりつつあります。町のＤＸ推進におきましても、町民にとっての選択肢を増やすこ

とができる、重要な施策であると捉えております。 

  また、本来は来庁して行う手続を、町民がオンライン手続で選択することで、先ほど菅野議

員がおっしゃられました窓口業務の効率化や混雑回避につながるものと考えております。結
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果的には、窓口での手続に来庁された町民もＤＸの恩恵を受けると、行政サービスの向上を

感じることができるということにつながるものと思っております。 

  デジタルに苦手な意識がある町民の方にとりましても、メリットのある施策であると考えて

おります。今後も誰一人取り残さない自治体ＤＸを考えながら、取り組んでまいりたいと考

えております。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） 今の説明にもあったんですが、時間、場所を気にせずというところなん

ですが、続いて２つ目の質問に行ってしまうんですが、町がＤＸを推進することによって町

民が受けられる具体的な恩恵というところで、今時間を気にせずというところだったりとか、

窓口の混雑回避だったりというところがあるんですが、今この行政懇談会の中でオンライン

申請だったりマイナンバーの有効活用の話をしていると思うですが、今の話を例えばこのデ

ジタルが苦手だと思っている方に対して言ったとしても、なかなか伝わりづらいと思うんで

すね。なので、これを推進していく上で、どんなふうに分かりやすく、具体的にもし恩恵と

いうところでもしお考えがあれば、その辺もお聞かせいただければと思います。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） 具体的な恩恵等につきましては、担当課長から答弁させます。 

○議長（色川晴夫君） 佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君） 一部繰り返しになる部分もあるかと思いますが、まず場所、

時間と場所を選ばずに手続ができますよと、来庁者の数が分散されるという直接的なメリッ

トもありますよということを、全町民の方に周知してまいりたいと考えております。 

  また、これまで紙のほうで提出していた申請書等様々ありますが、こういったものがデータ

で提出されることによりまして、我々行政もそうなんですが、事務の効率化や業務量の削減

が図られますよということも、親切に説明してまいりたいと考えております。 

  その結果としまして、窓口での待ち時間が短くなるというようなメリットも出てくるという

ことも周知してまいりたいと考えております。 

  デジタル知識の向上、いわゆる苦手部分を少しでも克服していただける部分につきましては、

特に今年から取り組んでおりますスマートフォンやタブレットの使い方講座を受講していた

だきながら、基本的な内容、使い方を学んでいただきたいと考えております。応用編としま

して、それらのデジタル機器を活用し、情報の収集、いわゆる二次元コードを読み取って情
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報を取得できるような仕方も講習のほうで学んでいただいているところでございます。今年

度、これまで延べでございますが90名の方が受講し、大変好評をいただいているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） そういった形で、例えばそういったところにも参加しないような、もう

私はデジタル分からない、スマホなんて使えないよと思っている方に、そのデジタルデバイ

ドというんですかね、情報格差だったりとか、そういったところ、その辺の参加していただ

けないような方に伝えるためには、どのような形で周知していくのかなというところをお聞

かせいただければと思います。 

○議長（色川晴夫君） 佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君） 総合的に捉えますと、情報の即時性というものを広くこれか

ら町民のほうに伝えてまいりたいと考えております。それにつきましては、ラインやツイッ

ター、先ほどお話しました講習会ではラインやツイッターもご紹介もさせていただきました。

昨日の施政方針にもありましたテレビ回覧版、これもデジタル技術を活用した情報の発信で

ございます。その中で、こちらのデジタルの講習会等、情報を流しながら、また参加者のほ

うからもアンケートを頂いております。今回、最高齢では90歳に近い方も受講し、見事タブ

レットを使いこなしておりましたので、そういった成功例もご紹介させていただきながら、

町民の方に周知してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） 続けて、推進をしていっていただければと思います。 

  では３つ目なんですが、ＤＸ推進検討委員会から推進本部へ提案された内容と検討結果につ

いてお聞きしたいんですが、提案された内容に関しては常任委員会のほうで見させていただ

いたんですが、パソコンの更新についてとか、業務内容とパソコンの性能を照らし合わせる

ことでコストダウンを図り、従来の予算額を上限としながら改善できる方法を提案していた

りとか、すばらしいなと思いました。 

  その中で、オンライン化済みとなっているものはよいものの、形式はダウンロードのみで本

来のオンライン手続とはかけ離れている状況だという文言があったり、マイナンバーの交付

率に関しても、国の目標達成どころか推進自体が厳しい状況であると記載されてありました。
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この点に関しては、どのようにお考えなのかというところをお聞かせいただければと思いま

す。 

○議長（色川晴夫君） 佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君） まず、マイナンバーの交付でございますが、国のほうでは全

ての国民がということを目標に、最終目標として捉えております。 

  その中で本町におきましても、令和４年11月末、この基本計画の策定をした時点での数値に

はなりますが、52.6％というところでございます。これ県内自治体を見ますと、決して低い

数字ではないながらも、まだ過半数ということでございますので、これらについて交付取得

をさらに強力に推進してまいりたいと考えております。 

  あと、システム関係につきましても、先ほど菅野議員ございましたが、今回のデジタルのこ

のＤＸの中で効率化を求めまして、今多数あるシステム関係の統合も見据えながら、その辺

のデジタル機器の整理も図ってまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） もう１点気になったのは、その報告書の中でデジタルアレルギーの職員

も少なくないと書いておりました。ここに関しては、検討委員会の提案を推進本部で検討し

ているとは思いますが、推進本部の人員構成や年齢的にも、もしかしてデジタルアレルギー

の方が多いのではと少し不安になったんですが、この部分に関してはいかがでしょうか。 

○議長（色川晴夫君） 佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君） デジタルアレルギー、片仮名で表示しますとこういったとこ

ろなんですけれども、新しいこと、私もそうなんですが、新しいシステムを覚えるまでに相

当数の時間がかかると、そういったところに苦手意識がありますので、そのような職員に関

しては検討委員会、我々のデジタル担当部署のほうで親切丁寧に説明してまいりたいと考え

ているところでございます。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） せっかく自発的に検討委員会に参加してよい提案を本部に上げたとして

も、その検討する本部のほうでデジタルがちんぷんかんぷんな状態で判断されるとなったら、

モチベーションも下がっちゃうのかなというところの懸念もあったわけですが、その辺をし

っかりと考慮した上で推進していただくようにお願いできればと思います。 
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  ちなみにこの提案に対しての検討の流れだったりとか、どういった形で検討していくのかと

いうのがあれば、お聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（色川晴夫君） 佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君） 昨年２月に推進本部のほうから出されました提案につきまし

ては、昨年末の町長訓示の中で全職員に向けてＤＸ化について取り組んでいくべきというお

言葉をいただきました。年が明けまして１月からは、早速新しい動きとしまして、検討委員

会のほうで３部会ございますが、それぞれの部会がおのおの独自にＤＸ化に向けて取り組ん

でいるところでございます。これは年度年度の句切りは特にございませんので、継続しなが

ら取り組んでまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） ちなみにその３部会、どういう形で分かれているのか、もし教えていた

だければと思います。 

○議長（色川晴夫君） 佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君） 行政手続のオンライン化を主とした作業部会が１つと、あと

は職員向け、あとはデジタルデバイド対策として検討する部会が１つと、最後は情報セキュ

リティーポリシーですとか、オープンデータに関する部会が１つということで、大きくこの

３つに分けて作業、検討を行っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） ４つ目なんですが、推進部署の新設についてという項目を入れたんです

が、自治体ＤＸを推進していくためのポイントは部署間の垣根を越えて俯瞰で見ることだと

考えていますと、そういった部分からも推進部署を立ち上げる必要があると思いますがとい

うところを入れたんですが、施政方針にもありましたがデジタル推進室を設置するというこ

とだったので、私の思いが通じたんだなというところを感じておりました。 

  ただ、この推進室、どのような人員構成で、具体的にどのような業務をやっていくのかとい

うところを教えていただければと思います。 

○議長（色川晴夫君） 熊谷副町長。 

○副町長（熊谷清一君） これにつきましては施政方針でまず、今の段階では仮称でありますけ

れども推進室を設けるということであります。そして、対応についてはまずこのデジタル化
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というのは職員全員で対応しましょうというのが基本であります。ただ、それをどこかで取

りまとめるというところで推進室を設けましょうということにしております。そこには専従

で職員を１人、今考えております。それは課の中に推進室を設けて、専従の職員を１人入れ

ると。あと、兼務で今部会のほうで３つぐらいの部会に分かれると、分野で。ですから、そ

この分野ごとに、これは兼務になるかと思いますが、その部会長といいますか、部長といえ

ばよいですかね、取りまとめ責任者みたいなやり方も、兼務になるかとは思いますけれども、

そういうような職員体制をもって取りあえずスタートしたいというふうに考えております。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） ありがとうございます。 

  続いての質問に行きたいと思うんですが、ＤＸ施策の基盤整備実現の目標期限についてとい

うところなんですが、国がガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行を令和

７年度としていることから、多分それに合わせて町としても基盤整備に当たる取組の期限を

令和７年度末と定めていると思うのですが、来月から国が積極的にシステム移行への支援を

してくれる移行支援期間に入るわけで、単純に少しでも先に取り組んだほうがよいのではと

感じております。 

  毎年夏休みの宿題は早めにやったほうがよいと頭では理解しているんですが、まだ日数があ

るから油断していたら、始業式前日にしっぺ返しを食らうという、そういった私のようにな

ってほしくないと思いますので、目標期限に関してこのままでよいと思っているのか、それ

とも前倒ししたほうがよいのかと考えているのか、その辺をお聞かせいただければと思いま

す。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） 今議員がお話ししたとおり、国のほうが令和７年度までに内容を整理し

ていくという話であります。ですから、これはいろんな町村会でも令和７年度までに各自治

体が取りこぼれることなく、国のほう、県を通じて指導者、そういった予算関係については

しっかりとバックアップしてほしいというのがまず１つの全員の一致した国へ対する申込み

でありますので、これらについてはどこの町とどこの町が競争してデジタル化でどうのこう

のということがないようにしていくのが、まず基本だということで捉えています。 

  ただ、松島とすれば割と早く推進本部も開いていただいて、提言書も頂いております。その

内容も確認しておりますし、その令和７年ではなくて少しでも早く松島だけでも行ったらよ

いのではないかというふうに今聞かれたのではないかなと思いますが、そういう前向きな考
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え方ではどんどんどんどん行きたいと思いますし、ただそれに伴う予算等も国のほうからも

し出てくる場合については、しっかり町として受けてやっていきたい、対応していきたい。 

  それから、昨今いろんな媒体でＤＸというのはもういろんなところで踊っていますので、す

し屋さんに行ってもＤＸ、デパートに行ってもＤＸです。ですから、いろんなところでいろ

んなものが、これからそういうふうにいろんなＡＩを使った等々のものが出てくるんだろう

と、そこにマイナンバーカード等もかぶさってくるんだろうというふうに思いますけれども、

そういった情報をきちっと町民の方々に伝達しながらやっていきたいというふうに思います。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） そうですね、ほかの市町村と足並みをそろえるというところは、もちろ

んそういったところも必要になってくるんだろうなと思うんですが、今回の国の標準システ

ムに自治体がおのおのでシステムをカスタマイズしてくるような仕様だと思うんですが、そ

ういった場合であれば、それぞれの市町村で状況が違ってくるので一緒くたに進めるという

のは多分難しいと思うんですね。だから、そういった点で早めに進めたほうがよいのではと

いうところではあったんですが。 

  では、先ほどの質問にもつながるんですが６つ目の質問なんですけれども、国が用意した共

通システムをそれぞれの自治体が使いやすいアプリケーションと、応用ソフトですね、を選

んで実装させていくという形なんですけれども、分かりやすく言うと共通システムはファミ

コンですよね。ファミコンでファミコン本体で、アプリがカセットというところになってく

るわけなんですが、そのカセットを独自市町村それぞれ合ったものを使っていくというとこ

ろになるんですが、今そのカセットを開発するベンダーだったりエンジニア、ＩＴ人材が大

幅に不足すると予想されています。しかも、これを1,741の市町村が一斉にやるわけですから、

不足はさらに拍車がかかるのではないかなというところを思っております。そういったこと

を見据えて、そのアプリケーション開発のスタートアップ企業だったりとか、そういったも

のにアプローチして企業誘致につなげていけるのではないかなと思ったんですが、そういっ

たＤＸ推進と企業誘致を併せて推進していくというお考えはいかがでしょうか。 

○議長（色川晴夫君） いいですか。佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君） まず、うちのほうの基盤系のＤＸ化に向けましては、次年度

より新年度予算のほうにもありますけれども、次年度より基盤の改革の支援、国からの補助

金を頂きながら取り組んでまいりたいと考えております。 

  また、企業誘致とＤＸの融合ということでございますが、これにつきましてはここ数年、コ
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ロナ禍をきっかけに地方へのビジネス形態が出てきている状況が見受けられます。急速に進

行しましたリモートワークやサテライトオフィスなど、これが１つの大きな例だと言えると

ころだと思います。デジタル環境が空間の中に備わっていれば、首都圏にいなくても今やビ

ジネスが成立するスタイルとなりつつあるところでございます。 

  今回のこのＤＸ化の取組の中でも、それらの取組についてサテライトオフィスなど、地方へ

の進出企業、これも１つの企業誘致ということの認識は持っておりますので、これらの融合

についても今後検討してまいりたいと考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） そういった企業を誘致して、もし来ていただいて、例えば先ほど言った

その標準システムに載せるアプリケーションを職員の方の意見を反映したアプリ、職員の方

と密に情報交換しながらその会社がアプリを制作して、それが使いやすいとなれば、先ほど

言った1,741の自治体も同じ標準システム、本体を使っているので、横展開ができますよとい

うところ、そういったメリットをしっかり伝えることができれば、町としてそういったもの

を推進している松島に、では拠点を構えようかという企業も出てくると思いますので、そう

することでもしかしたら企業版ふるさと納税、先ほど町長がお話したとおり、も増えてくる

かもしれません。そうしたら、もしかしたら給食費に回せるかもというところももちろんあ

りますし、そういった点から企業誘致とＤＸ推進は親和性が高いと思うんですが、実際にこ

の今企業誘致している中で、そういったベンダーだったりとか、エンジニアさんを抱えるよ

うな企業さんにアプローチしたという実績はあったりするものでしょうか。 

○議長（色川晴夫君） 佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君） 企業誘致といいましても、初原の企業誘致もありますし、今

菅野議員のお話にありましたデジタル系の企業さんも多数ございます。オフィスを構えたい

んですけれども、物件とかのそういった紹介、どういった事業内容ですかというようなやり

取りは、これまでも継続しているところでございます。それらについて、松島への進出に向

けて願いがかなうように、これからもアプローチをし続けてまいりたいなと考えているとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） イノベーションヒルズに入ってくれるような企業さんももちろんなんで
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すが、こういったＩＴ企業であれば、例えばどこの空き家だったり、通信環境さえ整ってい

れば対応できるわけなので、そういったところにも活用していただければと思います。 

  また、そういった企業がもし来て、ＩＴ人材育成のプログラムを学校教育に組み込んだりす

ることで、そういったことができれば松島でＩＴを学んだ子供たちが卒業して、学んだこと

を生かして町内で就職をして、それをさらに下の世代につないでもらうと、そういったこと

が継続できて、松島が元気になってくるのではないかなというところ。日本中で今から巻き

起こるそのＩＴ人材不足の問題も、松島が先頭に立って解決していくことができるのではな

いかなというところを考えております。 

  東京23区内の大学では、原則定員を増やしてはならないとする規制を、情報系の学部、学科

に限って緩和するという方針を政府が打ち出したり、宮城県内の公立高校入試の出願倍率で

は県工業高校の情報技術科が唯一２倍を超えたというニュースなんかもあります。これらの

ことからも分かるように、情報系の知識を身につければ、今後は仕事に困らないと言われて

おります。 

  地域の子供たちが社会に出た後にしっかりと生活できる基盤をつくってやるのが、我々地域

の大人の大切な使命ですと思ったりはするんですが、先ほど企業誘致とＤＸというところだ

ったんですけれども、今度はＤＸ推進と教育との融合という部分で何かお考えがあれば、教

えていただければと思います。 

○議長（色川晴夫君） 千葉教育次長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） 現在の学校におけるＩＴ化につきましては、国のＧＩＧ

Ａスクール構想によりまして、令和２年度に１人１台の端末と学校内の無線ＬＡＮ整備を実

施し、デジタル教科書や教材アプリなどを使用した授業を展開しているところです。 

  また、プログラミングソフトやプレゼンテーションソフト、うまく言えなくてすみません、

など独自の作品を作る思考力や表現力を養う教育も行っておりまして、先日タウンミーティ

ングをやったんですが、子供たちがパワーポイントでスライドショーを作って、上手にプレ

ゼンしている姿も私も見ましたが、そういった教育、そういったものも今後もっと進んでい

る自治体の例なども参考にしながら、松島の学校にも取り入れていければというふうに考え

ておるところです。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） ＤＸと教育という、ＤＸ教育、ＩＴの教育というところになると、松島
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で特色のある英語教育なんかとの親和性が高いのかなと思うんですが、ちなみにそのＩＴだ

ったり、そのＤＸというところの知識をつけてもらうために以前ご提案させてもらったｅス

ポーツなんかの活用もよいのではないだろうかと思うんですが、その点今の、以前から少し

時間がたってですね、そのＤＸも進んできた中で、ｅスポーツを教育に取り入れるという点

に関してはいかがでしょうか、もしお考えがあれば。 

○議長（色川晴夫君） 答弁。内海教育長。 

○教育長（内海俊行君） ｅスポーツですよね。今のところ、申し訳ないですけれども、その考

えは持ち合わせていないです。今やっているＩＣＴで大分子供たちの技術力は上がって、ス

キルが今蓄積されているとはいえ、まだまだまだ赤ちゃん状態のところが否めません。 

  ですから、ｅスポーツも私も調べたりはしていますけれども、まず誰が指導者になるのかと

か、予算がどうするのかとか、何か垣根が多過ぎてですね、今現実、足下を見て教育してい

ったほうがより子供たちにとってよいのではないかなと思います。ご期待に沿えなくて申し

訳ないんですが、今のところそのような考えをしております。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 菅野隆二議員。 

○１番（菅野隆二君） 今の状況は分かりました。我々総務経済常任委員会のほうでも、ｅスポ

ーツに対してちょっといろいろと勉強して、ご提案をさせていただくという流れになってい

ますので、諦めずにまたチャレンジしたいと思っております。 

  ＤＸを推進していく中で様々なアプローチ方法があると思いますが、自治体ＤＸ本来の目的

である、一人一人のニーズに合ったサービスを提供して、多様な幸せを実現できる社会、松

島を目指すという部分がぶれることなく推進を続けていただけることをお願いして、私の質

問を終わらせていただきます。 

○議長（色川晴夫君） １番菅野隆二議員の一般質問が終わりました。 

  ここで休憩に入りたいと思います。再開は11時15分にいたします。 

     午前１１時０６分  休 憩 

                                            

     午前１１時１５分  再 開 

○議長（色川晴夫君） 再開いたします。 

  通告の順に従いまして、質問を許します。 

  ３番櫻井 靖議員。 
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     〔３番 櫻井 靖君 登壇〕 

○３番（櫻井 靖君） ３番櫻井 靖でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  まず初めに、多文化共生を見据えて「やさしい日本語」の活用をということで、質問させて

いただきます。 

  日本の人口はこの１年で85万人減少いたしました。人口減少は社会を動かす人が少なくなる

ことを意味し、現在我々が受けている社会システムの恩恵が受けられなく恐れがあります。

その課題解決のためには、「産業構造の転換」や「女性や高齢者のさらなる活躍」「ＤＸの

活用」、そして「外国人労働力の導入」が必要であります。2020年時点で外国人労働者は172

万人でしたが、今後、日本が現在の経済状況を維持するためにはもっと多くの外国人を受け

入れなければなりません。近い将来、隣に外国人が住んでいるということが当たり前となり、

多文化共生が求められる社会になることでしょう。 

  そこで、日本に住む外国人とコミュニケーションを取る手段として「やさしい日本語」が注

目されていることから、多文化競争を見据えて、「やさしい日本語」の活用について伺いま

す。 

  本町でも今後多くの外国人が居住することが考えられますが、彼らと円滑なコミュニケーシ

ョンをいかに取り、トラブルを少なくするために考えていることはあるでしょうか、よろし

くお願いいたします。 

○議長（色川晴夫君） 答弁を求めます。櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） 櫻井 靖議員の質問に答弁してまいりたいというふうに思います。 

  今冒頭で働く外国人が必要になってくるのではないのかということでありますけれども、宮

城県としてもやっぱりなかなか人がいないんだということで、どうしても外国人の方々に今

お願いをしていかざるを得ないという方向できております。それで、宮城県の日本語学校を

設けて、外国から来た方に少しでも日本語を分かってもらって、仕事場の環境上あまり困ら

ないようにということで、宮城県が取り組んでいるという内容も聞いております。 

  答弁に入りますけれども、出入国在留管理庁等が2020年８月に発行した「在留支援のための

やさしい日本語ガイドライン」によると、日本に住む外国人を対象とした各種調査では日常

生活には困らない言語を日本語とした割合が63％、希望する情報発信言語としてやさしい日

本語を選んだ割合が76％多い結果でありました。 

  本町では、役場等に来られた方々のために円滑なコミュニケーションを図るため、１階の案

内図設置や各窓口において、簡素で分かりやすい言葉で説明をするよう心がけております。 
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  日本に住む外国人の方などは、目的や用途に合わせ、相手に配慮しながら分かりやすく伝え

ることが必要だというふうに考えております。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井 靖議員。 

○３番（櫻井 靖君） 日本の人口が年に65万人減少しているという中でございます。この流れ

というのは、すぐ止められるというふうなことは考えにくいのかなと。政府では異次元の子

育て政策を考えているそうですが、それの施策がうまくいったとしても、その結果が結びつ

くためには相当長い時間がかかるのではないでしょうか。人口減少に伴い、当然労働力人口

も減少してまいります。先ほども言いましたが、労働力人口の減少は現在我々が受けている

社会システムの恩恵が受けられなくなることに本当に直結してまいります。このままどんど

んどんどん労働力人口が減少すれば、まずコンビニが24時間営業できなくなる。それから、

物流が回らなくなる。今までネットで頼めば翌日届いていた物がもう届かなくなる。そのう

ちそれが深刻化すれば、介護サービスが受けられなくなる。そして、新しい道路、そして建

物が建てられなくなる。極端な話をすれば、今まで当然のようにスーパーに魚や野菜、肉な

どが並んでいましたが、それがだんだんなくなっていくというふうな状況になってくるかも

しれません。今まで当たり前だと思っていた本当の社会システムが、機能しなくなってまい

ります。それを補うためには、外国人の力を借りて、日本で働いてもらうということをしな

ければなりません。 

  ＪＩＣＡの緒方貞子平和研究所の調査結果では、日本が今のような経済成長を維持するため

の施策として、産業構造の転換や女性や高齢者のさらなる活躍、ＤＸの活用を行ったとして

も、2030年の段階で419万人の外国人が必要であり、これらの施策を取らなければ、1,179万

人の外国人労働者が必要であるとその調査では書かれております。もはやそれだけ多くの外

国人の手助けがなければ、日本経済が成り立たないということを意味するものではないでし

ょうか。 

  松島町は今まで観光のまちとして多くの外国人が訪れておりましたが、松島に住み働いてい

る外国人は比較的少ない状況であります。また、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大

の影響もあり、外国人が日本に訪れること自体が少なかったわけですが、新型コロナウイル

スの感染拡大が新たなステージとなり、社会的に人の流れが活発化するようになりました。

インバウンドの外国人観光客も増加いたしましたし、町内で労働を目的とした外国人が増え

ている傾向にあると思っております。身近な関係の方からも、インドネシア人の労働者に来

てもらって働いているという話も聞いております。そのほかに、介護の現場やコンビニなど
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で働いているということも聞いております。本町も例外なく、本町に住む外国人が増えてい

く傾向にあるのではないかなと思っております。 

  町として今後、当町にも多くの外国人が住むようになり、そのための対策が必要とますます

なっていくというふうな認識はお持ちでしょうか。そこら辺をお願いいたします。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） 今新型コロナの話も出ましたけれども、コロナが出て、少し今収まって

はきていますけれども、この間約３年間、この３年間の内容は何だったのかなというと、や

っぱり行動が制限されたことによって、様々な業界にそのマイナス影響が行ったと。サービ

ス産業、うちの松島でいえばホテル関係もそうですけれども、いろんな働く方々がこの間に

やっぱり辞めてしまったと。そして、さあ忙しくなってきたからサービス産業の方々戻って

きてほしいと言っても、今度は年齢的なものとかあって、なかなか人が集まらないと。 

  それからもう１つは、今は円が少し落ち着きましたからよいんですけれども、一時期円が安

くなったときに、ああいうふうに安くなると外国の方々は日本に来るうまみがないと。だか

ら、例えばアジア系の方はわざわざ日本まで来なくても、もっと距離が近い台湾とか、そっ

ちのほうに行ってしまうんだというお話でありました。今、円が少し落ち着いてきています

のでそういったことがなくなったんでしょうけれども、ただ全体的に外国人労働者が日本に

向いていたのが、台湾のほうとかいろんな国々に分散しているんだろうということは確かだ

と思います。 

  全国的なことは私あまり知りませんけれども、２市３町を見ただけでも、塩竈の水産関係に

しても、松島のホテル関係にしても、やっぱり少なくなってきているということであります

ので、今後やっぱりこれからインバウンドが令和元年以前のようにだんだんだんだん回復し

てくると思いますので、人手がどうしても必要になってくると思いますから、松島町として

も、いろんな企業の方々の努力によって外国人の方々は増えてくるものだろうというふうに

思っております。 

  それで答弁に入りますけれども、日本に住む外国人に情報を伝えたいとき、多言語で翻訳、

通訳するほかにやさしい日本語を広く活用することが期待されております。そういう構成は

全国的にまだ多くの人には知られていないと考えております。やさしい日本語の啓発やお知

らせについて、他自治体の取組情報なども収集し、今後研究してまいりたいとこのように思

います。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井 靖議員。 
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○３番（櫻井 靖君） 何かさっきの答弁をしていただいたような感じがいたしましたが、まず

外国人が本当に多くこれからなってくるのではないかというふうなことを、本当に自覚して

いただきたいなと思うんです。今先ほど言いましたけれども、日本経済が成り立たなくなっ

てくる。どんどんどんどんそういうふうに外国人の方を入れていかなければ、やはり日本経

済が回らなくなってくるというふうな恐れがあるということを、ぜひ皆さんに認識していた

だきたい。本当に今日できることが明日できなくなるということが、本当にあると思うんで

す。そこら辺をぜひとも分かっていただきたいと思います。 

  ですから、当然松島でもいろいろな国の方が来ると思うんですよ。それで、その人たちに働

いてもらうということが日常的になります。10年後、大体何もしなければ本当に1,179万人の

外国人労働者がいるというふうなことですので、そうなってくると10人に１人がもう外国人

の方が日本にいる。それから2040年になりますと、それがこの倍になります。2,000万人の外

国人労働者がいなかったら日本は成り立たなくなると、そういうふうなことが調査結果に出

ているんです。そうなると、５人に１人が外国人というふうな形になります。首都圏だけで

はありません。やはりこういうふうな松島にでも、それだけ多くの外国人が来てもらわない

といけないということを、ぜひ認識していただきたいと思います。そうしないと、いろいろ

な産業が成り立たないということを、ぜひ分かっていただきたい。 

  その上で、どうやってコミュニケーションを取っていくかというふうなのが、これからの課

題ではないのかなと思っております。これから本当に難しい状況が出てくると思っておりま

す。国それぞれに歴史、文化、宗教の違いによりまして、様々な違い、感覚があります。い

ろんな国の方々と住むようになれば、お互いに理解をし合わなければなりません。ごみの捨

て方１つ、交通ルール１つ、それも全然違ってくるというふうなことでございます。 

  外国人とコミュニケーションを取るためには、お互いに共通する言語がなければなりません。

全ての外国人に配慮した多言語による情報発信というふうなものができればそれに越したこ

とはないんですけれども、日本に住んでいる人数が多い国ベスト10の言語は９つあります。

ということは、10か国のうち９つの言語が存在するということです。それに対し、全ての人

に対応するというふうなことは大変コストがかかる、限界もあるというふうなことでござい

ます。外国人だから英語で話せば分かるだろう、そういうふうな考えもあるかもしれません

けれども、実際問題我々がどこまで英語がしゃべれるかというふうになりますと、確かにち

ょっとそこまでできないのではないのかな。それから、外国人が全て英語がしゃべれるかと

いいますと、そうでもない。今、日本の中に住んでいる外国人、どれだけ英語がしゃべれま
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すかという調査をしたところ、40％というふうな形で、先ほど町長述べましたけれども、日

本語を理解する人たちは62.6％という統計が出ております。ですから、やはり日本語が片言

でも分かるというふうな方々が、やはりそちらのほうが多い。そのためにはやはりちょっと

話は次のところに飛びますけれども、やさしい日本語というふうなものをぜひ意識していた

だければと思っております。 

  次の、先ほど町長がお答えになられましたけれども、外国人にとって日本語は難しい言語と

も言われています。特に行政が出すお知らせは、外国人にとってどこが要点なのか分かりづ

らく、意味が分かりづらいそうです。日本に住む外国人が今後多くなることが予想されるこ

とから、町としてぜひともやさしい日本語の啓発や、やさしい日本語を取り入れたお知らせ

の発行を考えてみてはどうですかという問いでした。改めまして、回答のほうをよろしくお

願いいたします。 

○議長（色川晴夫君） 答弁お願いします。櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） やさしい日本語というお話でありますけれども、まず、町としては二通

り考えていかなくてはならないと思うんです。 

  まず、１つは観光を目的として松島に来ている外国の方々、それから松島に生活拠点を持っ

て仕事をしながら、松島に住みながら暮らされている外国人の方と、二通りあるんだろうと

思うんですね。やっぱりそういった方々に関して、やっぱり観光関係で来られた方はある一

定期間を松島に来て、いろんな方々からサポートされて、楽しい松島を味わって帰っていた

だくことがまず肝要かと思いますし、ただ、生活する上での方々についてはやっぱり地域コ

ミュニティーにも加わってこないと、なかなかうまくいかない。それから、ごみの問題今出

ましたけれども、ごみの問題１つ取ってもそうかと思います。 

  家のほうでも、私の自宅の私の部屋の隣にもベトナムの方が２人で住んでいますけれども、

去年松島で出したごみカレンダー、絵が描いてあるやつですね、あれが物すごく好評で、絵

でこう判断して出していると。そういったことなんかも、ある面では有効だったなと思って

捉えております。 

  やっぱり地域コミュニティーをやるが上には、そこの方々とどういう言語であれ、言葉であ

れ、日一日、日一日に例えば一言一言日本語を覚えていっていただいて、それから挨拶から

始まれば一番よいのかなと思いますけれども、そういったことについてはしっかりと町とし

てサポートしていかなくてはならないだろうと思っております。 

  担当のほうに聞きますと、もしかすると18か国ぐらい松島にはいらっしゃるということです。
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80人ぐらいの方がいらっしゃるということですので、では18か国語になるのかということに

はならないと思いますけれども、共通語があれば英語だというふうに言われていますから英

語が基本ベースになってくるんだろうと思いますけれども、ただいろんな案内板にしても、

それから多言語であるピクトサイン等で情報提供するとか、そういった工夫をしながらそう

いった方々のニーズに合わせて対応していくのが肝要なのかなと。その中で伝わりやすいや

さしい日本語というのも、改めてこのガイドラインを読ませてもらいましたけれども、これ

に沿って町も対応していきたいというふうに思います。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井 靖議員。 

○３番（櫻井 靖君） 少しちょっと整理をしたいと思います。 

  まず、今言っているのは日本に住む方の話ということで、その話を進めさせていただいてお

ります。その後に、インバウンドであるとかそういうふうなものにも活用できないかという

ことが次の質問にありますので、今のところは日本に住んでいる外国人の話ということで進

めさせていただきます。 

  やさしい日本語というふうな今こう話で出ていますけれども、実際どういうふうなことなの

かというのが皆さんちょっと分からないかもしれないのでちょっと説明させていただきます

が、まずやさしい日本語とは相手に配慮した分かりやすい日本語ということでございます。

難しい言葉を少し優しくして、そして相手に伝わるようにしましょうというふうなことを今

積極的に進めているんですけれども、例えば、この用紙に氏名と年齢を明記して早急に提出

してくださいと言うよりは、この紙に名前と年を書いて早く出してください、そういうふう

に言えば伝わりやすいのではないかというふうなことでございます。そして、これがもしも

っと具体的にどういうものか知りたいということがありましたら、インターネットでやさし

い日本語スペース河北新報というふうに質問いただきますと、やさしい日本語で書かれたニ

ュースがそこに書かれております。ほかのマスコミでもそういうふうなサービスをしている

ところがありますので、ぜひともやさしい日本語は何ぞやというふうな疑問を持たれた方は、

それを参考にしていただければと思っております。 

  やさしい日本語ができたきっかけというのは、阪神淡路大震災で日本人死傷者が１％だった

のに対して、外国人の死傷者が２％だったというふうなことでございます。これは外国人に

対して早く災害などの情報を伝えることに、課題があったというふうなことが指摘されてい

ます。そのために、やさしい日本語で伝えたらどうだろうかということがきっかけとなりま

した。そしてその後、外国人がその後の災害時においても、やさしい日本語があればもっと
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コミュニケーションを取れたのに、外国人が孤立してしまったというふうな事例がありまし

た。ですから、やさしい日本語を取り入れたお知らせ、そういうふうなものを意識してつく

っていただければと思っております。これはまた１つの言語というふうに考えてもよいのか

な、通常出されているもののほかにやさしい日本語で書かれたお知らせというふうなものが

少しあれば、そういうものを見て、もっと分かりやすくみんなに伝わることができるのでは

ないかということを提案させていただいておるものでございます。 

  そして、外国人に対して、そうすればもっと伝わるよというふうなことをぜひ分かっていた

だいて、願わくはそういう講習会ですとか開いていただいて、また役場の職員なども勉強会

にでも使っていただければと思っております。ぜひそういう講座とか、もっと啓発活動とか

というものを町としてもやっていただきたいと思いますが、そういうふうな考えはございま

せんでしょうか。 

○議長（色川晴夫君） 答弁。櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） 地域に住む外国の方々と、やさしい日本語等でコミュニケーションを取

るようなことを町でできないかというようなことだと思うんだけれども、これはまずその地

域に住む方が、その外国の方がどこの国であれ、まずその方々に、人に慣れるのがまず大事

なのかなと思って話を聞いていました。 

  あまり例を挙げると失礼に当たるから挙げては駄目なんだろうけれども、初原のほうに外国

の方が来られていて、アジア系ではないものですから、皆さんちょっと最初戸惑ったと思う

んですね。だけど、子供が学校に通うようになって、子供たちが言葉は最初通じなかったと

思うんですよ。言葉は通じなかったんだろうけれども、心がだんだんだんだん通じ合うよう

になって、身ぶり手ぶりで会話するようになって、その方が今中学、高校ぐらいにもうなっ

ているんだろうと思うんですね。ですから、そういうことで地域でもその方々にお祭りであ

れ、いろんな地域の行事にお誘いをして、そして地域の方々とまず触れ合うと。そういった

ことから始まったんだろうというふうに思うんですね。 

  ですから、町とすればやっぱりどこに居住する方々にしても、その地域の方々にまず知って

もらうということが大事だと思います。ごみ投げに行ったときに、何だこの人見たことない

なと言ってすぐに排除することではなくて、この人どこに住んでいるのかな。もしそのごみ

を出す人が、出す日に燃えないごみを持ってきたりなんだり、もし間違っていたらきちんと

教えられるような、そういう地域コミュニティーも三浦では、家のほうではやっているんで

すね。だから、うちはベトナムの方ですけれども、そういったことでとにかく地域の方々が
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まず率先してその方々に触れ合うと、意見交換をするというんですかね、そういうものが必

要なんだろうというふうに思っております。 

  そういったことに関して町がすぐ何かということであれば、その地区から何かこういうこと

で困っているということであれば、それに対しての支援等については、しっかり区長さんを

通して考えていきたい、このように思います。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井 靖議員。 

○３番（櫻井 靖君） 多分私が言っているのは、その前の段階の話なのかなと思っております。

やさしい日本語というふうなものがまずありますよと。そうすると、日本人が外国人の方と

お話するのにコミュニケーションを取る１つのツールとしてそれが有効ですよというふうな

ことを、私はまず前段階で言っておりますので、多分町長はそのところにもう入って、地域

コミュニケーションがもうできている。そこでもう日本語でそれこそやって、実践されてい

る例を多分言われているのかなと思っております。その前に、コミュニケーションを取る段

階で、英語ではなくてもやさしい日本語というふうなことを活用すれば、外国人とコミュニ

ケーションが取れるんだよというふうなことを、まず町民の人に分かっていただきたいとい

うことをまず私は今述べております。そして、そういうふうなことがうまくいけば、地域コ

ミュニケーションというふうな形がうまくいった形で親しく外国人となれるのではないのか

な、三浦地区ではそういうふうなことをもう実践しているよというふうなことを、多分町長

は言われていたのかなと思っております。ですから、その前にそういうふうな言葉の壁をな

くすためのやさしい日本語というふうなものがあって、それを使えばよいのではないかとい

うふうな前段階の話を私はさせていただいていますので、そういうふうなことを町でも理解

していただければよいのかなと。意外とそういうふうなこと自体が分かっていないというふ

うなことは、多々あるのではないのかなと。外国人に普通に日本人に先ほど言ったように、

この用紙を提出してというふうにではなくて、この紙を出してくださいというふうにいうよ

うな置き換えですとか、文言の書き方というのがあれば、もっと対応としては分かりやすい

のではないかというふうなことを言っております。 

  先ほど三浦地区ではうまくいっているよという話ですけれども、やはりそういうふうなやさ

しい日本語を活用して、気仙沼の鹿折地区では若い外国人労働者が多くいて、そこで地域の

行事などに参加してすごく活性化されているという事例も聞いております。やはりそういう

ふうに英語を使わなければならないとか、そういうふうなことで構えるのではなく、やさし

い日本語を使えば外国人ともコミュニケーションを取れるというふうな価値を私は分かって
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いただきたいと思いますので、どうぞ職員の方々、そういうふうな思いで外国人と接してい

ただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  では、次の質問のほうに移らせていただきます。今度は観光に関することでございます。日

本在住の外国人も増えていることから、観光に関してもやさしい日本語を取り入れてはどう

かというふうなことでございます。ということを考えていますが、そこら辺どうでしょうか。

よろしくお願いいたします。 

○議長（色川晴夫君） 答弁。太田産業観光課長。 

○産業観光課長（太田 雄君） インバウンド向けの観光事業に関しては分かりやすさを表現す

るため、案内板などの多言語やピクトサインなどで情報提供をしておりますが、日本にお住

まいになっている外国人観光客についてはニーズに合わせながら、やさしい日本語の表記に

努めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井 靖議員。 

○３番（櫻井 靖君） 先ほど多言語でというふうな形ですけれども、私たちの会派で先日和歌

山県の高野町というところに視察に行かせていただいたんですけれども、そこではやはり日

本語と英語とピクトグラムだけの地図というふうなものでありました。やはりそうやってい

ると、至ってシンプルで見やすい地図という形になっております。ですから、いろんな言葉

で書いてあればよいというわけでもないのかなというふうな思いがございます。 

  日本に住んでいる外国人がこれからどんどんどんどん増えていく、1,100万人、2,000万人と

なったとき、その人たちが松島を訪れるというふうなことが多くなっていくのではないかと

私は思っております。その中で、多言語でいろいろ説明するよりは、やさしい日本語の活用

というふうなものが有効なのではないのかなと思います。 

  先ほど日本に住む10か国中９つの言語がある。その中には、フランス語、ドイツ語、イタリ

ア語、スペイン語などは入っておりません。そういった観光に来てほしいというふうな外国

人と、実際来る外国人がマッチングしていないのではないのかなというふうなこともありま

すので、これから増える外国人ニーズに対して、やはりやさしい日本語というふうなのが有

効なのではないかなと思っております。 

  ぜひとも普通のパンフレットのほかに、もっと分かりやすいような日本語で対応したパンフ

レットなども作っていただければと思うんですが、そこら辺どうでしょうか。 

○議長（色川晴夫君） 太田産業観光課長。 
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○産業観光課長（太田 雄君） うちのほうで福浦橋を管理しているものですから、その辺のリ

ーフレットやら作っているんですけれども、その中で福浦島の四季ということで「福浦島は

季節の移ろいとともに装いを変え、四季を通じて訪れる人の目を楽しませてくれます」とい

うような、日本人であればある程度納得できる表現なんですけれども、やはり完全に日本語

の習得度が低い外国人に対してはなかなか難しい表現なんだろうなというふうにはちょっと

認識はしておりました。ただ、こういった観光パンフレットというのは文字だけでの訴えで

はなくて、やっぱり視覚に訴えるものがかなり強い部分があるのかなということで、例えば

このウェブ上でその四季の移ろいがきれいな、その福浦島の写真などを添付しておけば、そ

れはそれで一目瞭然になるのかなというのも考えておりますので、そこのところは文字だけ

の表現がどうかというのも含めて、今後ちょっといろいろ考えてみたいと思います。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井 靖議員。 

○３番（櫻井 靖君） 多言語に対応したパンフレットを幾つも刷るよりは、そういうふうな簡

単なパンフレット１つで済む場合もありますので、ぜひとも今後検討していただいて、やさ

しい日本語の活用というふうなものも取り入れていただければなと思いますので、そこら辺

は期待しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  最後の質問でございます。やさしい日本語は外国人ばかりではなく、高齢者や子供たちに対

してもより理解をしてもらう方法として期待されていますが、福祉的観点から活用してはど

うですか。よろしくお願いいたします。 

○議長（色川晴夫君） 太田産業観光課長。 

○産業観光課長（太田 雄君） やさしい日本語は通常の日本語よりもやさしく、日本に住む外

国人の方にも分かりやすい表現とすることによって、要点を理解しやすくなり、かつ短時間

で伝わるため、外国人だけに限らず、高齢者とか子供さんたちにも有用とその辺は言われて

おります。やさしい日本語の活用について、難しい言葉を使わないようにする、それからゆ

っくり話をするなど、相手に対し思いやりの心を持つことが大切だと考えております。より

よいコミュニケーションを図ろうとする気持ちを、後押しするものであります。今後、庁舎

の窓口においても、やさしい日本語の活用に取り組んでいけるよう努めてまいりたいと考え

ております。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井 靖議員。 

○３番（櫻井 靖君） 今言われましたとおり、このやさしい日本語をただ簡単な意味に直すと
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いうふうな、優しくするというふうな意味だけではありません。思いやりというふうな、優

しさというふうなことの意味も含まれて、やさしい日本語というふうなことになっておりま

す。ですから、外国人だけではなく、高齢者や子供に対しても本当にこれは有効な表現なの

ではないのかなと私は思っております。やさしい日本語で表現すれば、子供たちも町からの

お知らせに興味をもしかしたら持ってくれるのかなと思いますし、高齢者なんかは今まで難

しいからもうこんなの読まないというふうに最初からなっていたような、だんだんそういう

ふうなことで分かりやすく書いていれば、読んでみようかというふうな気も起こるのではな

いのかなと思います。今までなかなか行政ですと、難しい表現をすることが失礼に当たらな

いことだ、それから日本語の美しい表現で飾ることが美徳だというふうな考え方、それはそ

れでよいのかもしれませんが、誰が聞いても誰が読んでも分かる日本語、ユニバーサルな日

本語表現に変えていく必要というふうなものもあるのではないかなと思います。行政として、

やさしい日本語の表現を意識することで、もっと町民に分かりやすい表現というふうなもの

ができると思いますが、そこら辺もう一度お願いいたします。 

○議長（色川晴夫君） 太田産業観光課長。 

○産業観光課長（太田 雄君） 普段私たちが言葉を無意識のうちの中で、心の中でつぶやいた

り、あるいは特に注意をすることなく相手に声をかけたりということはよくある行為でござ

います。しかし、私たちが何気なくこの使っている言葉については、想像以上に私たちに大

きな影響を与えております。やさしい日本語についてはポイントを押さえれば、誰で使うこ

とができます。また、先ほども申し上げましたが、子供さんとか高齢者、障害者の方々にと

っても分かりやすいコミュニケーションの手段の１つと考えております。 

  昔、映画の中で、高倉 健さんがせりふの中で「男はタフでなければ生きていけない、優し

くなければ生きる資格がない」という言葉が非常に印象的でした。日本を訪れた例えば外国人の

方に対しても、思いやりのある優しい気持ちで、分かりやすい日本語の活用に今後も努めてまい

りたいと考えております。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井 靖議員。 

○３番（櫻井 靖君） どうもありがとうございます。ぜひともそういうふうな思いを持って、

町民と接していただければよいのではないかなと思います。 

  ちょっと通告書には書いていないんですけれども、教育現場でもこのやさしい日本語という

表現があって、それが１つの有効な手段だということを子供たちに教えることもまたよいの

ではないのかなと思うんですが、もしちょっとそういうふうなご意見がございましたら、ぜ
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ひ一言お願いしたいんですがどうでしょうか。 

○議長（色川晴夫君） 内海教育長。 

○教育長（内海俊行君） 一通りこうお話を聞かせていただいたんですが、小学校の場合には相

手の人を視野に入れるという意味でですね、こういう外国人もいるんだなということを視野

に入れるということは、これは相手に対する思いやりの教育ということで、なかなかよいか

なと思って聞いておりました。 

  それで、ただどういう話し方がよいのかというのを知る必要があるので、会社名言ってよい

んですかね、新聞社のそこの部分を取り寄せて、どういう言い方がよいのか、それを学ぶこ

とによって相手が意識しますので、相手への視野にそういう方々もいるんだ、それはお年寄

りなのか外人なのかということが理解できると思いますので、第二小学校でＮＩＥをやって

います、新聞を活用した。ちょっと膨らみますけれども、そういう辺りから進めていきなが

ら、学校に取り入れていく。あるいは道徳の中で扱う、あるいは福祉の中で扱うというのも

よいのかなと思って聞いておりました。うまい答えになるかどうか分かりませんが、そのよ

うな対応を考えておりました。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井 靖議員。 

○３番（櫻井 靖君） ぜひとも本当にあえて会社名は言いませんが、やさしい日本語スペース

〇〇新聞社みたいな形で入れていただければ、そのニュースと基になるニュースというふう

なものが両方読めることができますので、そういうふうなものを教材にぜひ使っていただけ

ればよいのかなと思っております。 

  やさしい日本語を通じて、やはり多様性の意味がより深く理解してもらえるのではないのか

なと思っております。やさしい日本語に込めた相手の立場に立って、思いやりのある言葉を

話すということを子供たちにぜひ学んでいただければと思いますので、ぜひともよろしくお

願いいたします。 

  日本語の美しい形容表現や心豊かな繊細な表現は大変すばらしいものではございますが、こ

の表現をなくすというふうなことでは決してございません。しかし、微妙なニュアンスがゆ

えに歴史、文化が違うことで伝わらないことも多いと思います。やさしい日本語というもの

があり、少し表現を変えただけで伝わることがあるということを広く知っていただけること

を願いまして、１番目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（色川晴夫君） 一般質問２問目残っておりますが、12時となりましたので、ここで休憩
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に入りたいと思います。 

  再開は13時とします。 

     午前１１時５８分  休 憩 

                                            

     午後 １時００分  再 開 

○議長（色川晴夫君） 一般質問継続中でございます。 

  質問を許します。３番櫻井 靖議員。 

○３番（櫻井 靖君） それでは、午前中に引き続きまして、質問のほうをさせていただきます。 

  第２問目でございます。 

  新型コロナ後のサークル活動・サロン活動を活性化するためにというふうに題して、質問を

させていただきたいと思います。 

  政府の方針として、この春から屋外、屋内問わず、マスクの着用が自主判断となり、新型コ

ロナウイルスの流行する以前の日常が戻りつつあります。新型コロナが流行していた３年間

できなかった人々の集いができるということは誠に喜ばしいことではありますが、３年間で

きなかった代償は大きく、各種団体の様々なサークル活動・地域住民が集うサロン活動が停

滞しているように見受けられます。我が町は元気な高齢者が多い町ではありますが、その理

由の１つとして高齢者のサークル活動・サロン活動が活発であったことが挙げられるのでは

ないでしょうか。町として新型コロナ後のサークル活動・サロン活動を活性化するために、

どのようなことを考えているのか伺いたいと思います。 

  新型コロナの影響もあり、新しい会員の入会や新しいサークルの立ち上げ等が少なくなり、

尻すぼみの状態であるように見受けられます。以前、町ではサークルの活動内容を紹介する

冊子や募集案内などを発行したり、新しいサークルを立ち上げるための公民館事業などを積

極的に行っておりました。新型コロナの感染状況が落ち着きを見せた現在、サークル活動を

活性化することを目的とした事業を考えてもよいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（色川晴夫君） 答弁。櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） サークル活動等についての質問でございますけれども、昨年コロナ禍で

休止しておりました文化観光交流まつり、これ３年ぶりに開催いたしました。各団体、各サ

ークルが自分たちの演技や日頃の活動を披露し、出演者、観客ともに大変盛り上がっている

様子を拝見させていただき、改めてこのような発表の場が必要であると認識したところであ

ります。 
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  詳細等については、教育委員会から答弁させます。 

○議長（色川晴夫君） 千葉教育次長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） 現時点でなんですが、サークル活動を活性化させる取り

組みや事業としましては、まず文化観光交流館にサークル募集のチラシを置いたり、それか

ら昨年文化観光交流まつりでサークル活動のＰＲ動画の作成並びに上映を行ったりしている

ところでございます。あと加えまして、昨年教育委員会ホームページ内に中央公民館のペー

ジも開設しましたので、各種サークルの希望がありましたら、そのホームページなども活用

していただき、メンバーの募集、新しいサークル活動の設立に使っていただければなと考え

ております。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井 靖議員。 

○３番（櫻井 靖君） ありがとうございます。 

  実際問題ですね、町民の方が町内にどんなサークルがあって、どんな活動をされているかと

いうふうなのがなかなか分からないのではないのかなと私思っております。これはスポーツ

サークル、文化サークル、両方に言えることではないのかなと思います。 

  先週ですかね、体育協会50周年という形で私たち呼ばれまして、そこのところで50周年を祝

ったわけなんですけれども、そのときに各サークルのほうでこういうふうな活動をしていま

すという冊子を見せていただきました。それで、こんなサークルもあるのかなと改めて思い

まして、なかなか町民の皆様そういうふうな部分を分からないのではないのかなというふう

な思いもしました。やはり町内にどのようなサークルがあり、どんな活動をしているか、こ

れを町民の方に知ってもらうだけでも違うのではないのかなと私は思っております。 

  そして、どのサークルでも新しい人が入っていないというのが、また現実なのではないでし

ょうか。そうなると、会の活性化というのはほとんどできなくなり、今までいただけの人だ

けでは年齢を重ねるごとに１人抜け、２人抜け、そうなると会自体、サークル自体が存続で

きなくなる。そして、もう解散しようかという声があちらこちらに聞こえる今状態になって

いるのかなと私は思っております。町民の中には運動したいんだけれども、どんなサークル

か分からないとか、興味があるんだけれどもどうやって入ったらよいのか分からないとか、

きっかけが何かあればよいんだとか、そういうふうなことを言っております。サークル自体

でやはり募集をするとしても、どうやってよいか分からないとかですね、そういったことを

解消できないものかなと思っております。 
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  ぜひ、サークルと町民とのマッチングを考えていただけないかなと思います。どのサークル

でも会員募集に手を焼いているのが現状なので、まとまった形でサークルの募集の冊子なり

チラシなり、そういうふうなものを使ってもらえれば、いろいろ比較しながら自分に合った

スポーツというふうなものを見つけることができ、単独でチラシを置いていたにしても、意

外とちょっと自分には関係ないやという感じで見過ごす場合もあるのかなとも思います。や

はりそういうふうなまとまった形で手に持ってもらえるものがあればよいかなと思うんです

が、そこら辺を作ってもらえないかお伺いいたします。 

○議長（色川晴夫君） 千葉教育次長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） 現在なんですが、各サークルと中央公民館と共同といい

ますか、それで活動記録集の作成を今検討しております。その中で、もしうまく募集につな

がる記事も載せられるかどうかも含めて、検討は進めてみたいと思います。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井 靖議員。 

○３番（櫻井 靖君） ぜひそういうふうな感じで、やはりサークル紹介というふうなものをし

ていただいて、町民の方が興味をもってもらえるようなものをぜひ作っていただければと思

います。 

  先ほどの回答の中に、ホームページのほうでというふうな話もありましたけれども、なかな

か高齢者ＤＸ化が進んだとしても、ホームページを見てというふうなのは難しいというのが

現状でもあるので、もうちょっとアナログな形でもできることがあるのではないのかなとい

うふうに思います。例えば、マッチング掲示板というふうな形でもよいと思うんですが、文

化観光交流館とか目立つところに会員募集の貼り紙をしてもらうコーナーを設けて、既存の

サークルばかりではなく、例えば釣り仲間募集とか、日本酒愛好会会員募集とか、そういう

ふうな中身は何でもよいと思うんです。そういうふうなことをしたりとか、反対にダンスを

教えてくれる人はいませんかというふうに、講師を募るというふうなこともしてもよいのか

なと思うんです。 

  家に引き籠らずに、出てきてもらうきっかけをつくってもらう。まずは１人とか３人とか小

さな核でもよいですから、そういうふうなものを作ってもらって、そこをきっかけにサーク

ルに発展させていく。そういうふうなやり方も有効だと思いますが、そういったことはでき

ないでしょうか。 

○議長（色川晴夫君） 千葉教育次長。 
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○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） 現在なんですが、文化観光交流館の中の掲示板にサーク

ルや教室の案内チラシ掲示しております。引き続き、各サークルからそのような希望があり

ましたら、そういう対応も考えていきたいと思っておりますので、職員にちょっと声がけし

てもらえばというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井 靖議員。 

○３番（櫻井 靖君） ぜひとも、もっと広く使い方というのを工夫していただければよいのか

なと思います。各種団体にこういう掲示板があるんですけれども、活用してはいかがですか

という声がけとかですね、そういうふうなのをしてもらうとか、あとこういうふうな掲示板

を設置しましたので活用してくださいというふうなことを、広報等から呼びかけるというの

もまた有効な手段ではないかなと思いますので、ぜひとも検討していただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

  それから、もう１つの問題なんですが、サークルの役員の成り手がいない。いろんな各種団

体でもそうだと思うんですが、サークルで楽しむのはよいんだけれども、書類を作ったり会

計を任されるならやりたくないという人が多いように見受けられます。もう年だから、忙し

いから、そういった煩わしいことはしたくないというふうな方が多いのかなと思っておりま

す。次の会長が決まらないので、解散しようかという話が出ているサークルさえあるそうで

す。 

  先ほどの質問のやさしい日本語の話ではないんですけれども、役場に提出する書類とかです

ね、もっと簡素化できるものは簡素化し、優しい運営ができるようなサークルの事務関係を

相談できる場があったり、そういうふうな仕組みをつくってもらえるわけにはいかないでし

ょうか。何かやりたくても、どうしたらよいか分からないという人も結構いるのかなと思い

ます。こういったサークルの立ち上げや運営方法の窓口などもあればよいのかなと思うんで

すが、そこら辺の窓口の設置についての考えをお伺いいたします。 

○議長（色川晴夫君） 千葉教育次長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） 全ての回答につながるかはちょっとあれなんですが、先

日町長のほうからも、地区の方や団体の方がもし相談とか困っていたら、適切なアドバイス

をするようにという指示も私たち受けておりますので、簡略化できるかどうか、それから私

たち職員が携われるかどうかもそこはご理解いただいた上で、相談していただければアドバ

イスとか手助けとか、できる範囲で考えていければというふうに思っています。 
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  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井 靖議員。 

○３番（櫻井 靖君） ぜひともそういうふうな窓口がありますよということを町民の皆さんに

分かっていただいて、そういうふうなことをしていただければ、もっともっとサークルをこ

れからやりたい人のためになると思いますので、ぜひともご努力していただければと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  次の質問に移ります。 

  我が町の高齢者の福祉施策として、元気塾やサロン活動は、元気な高齢者が多いまちづくり

の上で大変有益な事業であると認識しております。特にサロン活動は「お茶飲み会」「井戸

端会議」といった側面もあり、地域コミュニケーションを形成する役割が大きく、誰一人孤

独にしない事業として、積極的なサロンの立ち上げの援助を行ってほしいがどうでしょうか。

よろしくお願いいたします。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） コロナ感染症の緊急事態宣言が発令されていた期間を除きましては、コ

ロナ禍においても感染対策を講じながら、少人数ではありますけれども短時間といった活動

を継続してきたサロン活動などがあった一方、全体的に活動が縮小していった現状は承知し

ております。コロナの感染状況を見据えながら、コロナ禍以前にも増して町民の集まりの場

が活性化するよう取り組んでまいりたいと、このように思います。 

  詳細については、担当課長から答弁させます。 

○議長（色川晴夫君） 齊藤健康長寿課長。 

○健康長寿課長（齊藤惠美子君） サロン活動は地域の高齢者の方々が興味あるテーマや目的を

見つけまして、近所の集会所や個人宅などで自主的に集まっている活動と理解しております。

町ではそうしたサロンの立ち上げや運営について相談支援を行うコーディネーター業務を、

社会福祉協議会に委託して実施しております。コロナ禍におきましては、多くのサロンが休

止を余儀なくされておりましたが、コーディネーターが感染対策の資料や衛生用品の配付な

どを通しまして、継続的に活動状況の把握などに努めてまいりました。現在も休止中のサロ

ンはございますので、まずはそういった休止中のサロンの再開に向けた相談支援を行うとと

もに、コーディネーター業務をより多くの方に知ってもらう、そういった活動の周知を行い

まして、新たな地域サロンの立ち上げにつなげてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井 靖議員。 
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○３番（櫻井 靖君） コロナの状況も変わってきていますので、サロンの活動についてももっ

と活性化してもよいのではないのかなと私も思っております。サロンを立ち上げるというこ

とをもっと本当に支援をしていただきながら、その立ち上げについてぜひ浸透していってい

ただけるような広報もしていただければなと思います。 

  お母さんたちのお茶飲み会プラス健康増進といったものだけではなくて、先ほどマッチング

掲示板の中で募集したらいかがかなということもありまして、サークルよりはサロンのほう

がマッチするというふうな場合も出てくるのではないかなと思っております。例えば、お父

さんたちの将棋会プラス健康増進とか、そういうふうなこともサロンではできるのではない

のかな。ですから、そういうふうな例をいろいろ挙げてもらって、こういうふうな形でサロ

ンというふうなものができますよということを、もう少し町民の方に分かっていただけるよ

うな広報の仕方をしていただければよいのかなと。そうすると、もっと簡単にこういうふう

なものができて、健康増進にもなる。そして、誰一人閉じ籠もることなく、家から外に出す

ことができるというふうなことができると思うんです。 

  ぜひとももっとサロン活動について幅広い活動ができるということを、広報していただきた

いと思うんですがどうでしょうか、そこら辺は。 

○議長（色川晴夫君） 齊藤健康長寿課長。 

○健康長寿課長（齊藤惠美子君） 実はコーディネーター業務を実施をお願いしております社会

福祉協議会のほうで、地域福祉推進協議会という組織、各地域にございまして、そういった

活動のご支援もされているんですが、その中で各地域のサロンでこんなことをやっています

というような、写真つきのパンフレットのようなものを作っていただいて、紹介してくださ

っているようです。また、どういうサロンでの活動があるかというようなことは、老人クラ

ブでもご紹介する機会がありまして、そういった目で見て見えるパンフレットを少しずつ配

付していただいていることと、それから一番は口コミでよいよとかという地域の方々が伝え

合っているというふうなことをお伺いしておりました。 

  どういったきっかけでサロンが立ち上がるのかしらねということをコーディネーターの方と

ちょっとお話をする機会があったんですが、やっぱりある集まりに行ったときに、またもう

１回やりたいから、近所の私たち何人かで集まらないみたいな感じで、自然発生的に湧き上

がるというようなことで、外からの意図的な働きかけもそうなんですが、やっぱり地域の

方々が必要だなと思ったときにできるものなんだなというふうに理解しております。 

  以上です。 
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○議長（色川晴夫君） 櫻井 靖議員。 

○３番（櫻井 靖君） 私も結構サロン活動というふうなものがあるんだよと、結構いろんなと

ころでお話はさせていただいているんです。ただ、なかなかまだそういうふうなものがある

んだと浸透されていないというのが現状なのかなと思います。ぜひともそういうふうな広報

活動を今後も力を入れてやっていっていただければなおさらよいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

  あと、お茶飲み会はしたいんだけれども、場所がなくてというふうな話をよく聞くんですよ。

昔と違って、自分の家に上げたくないという人も多くなってきていると。それは家の中を見

せたくないですとか、家族に気を使ってとか様々な理由があると思うんですが、やはりちょ

っとした集会場でやりたいというふうなことを聞いております。今までに何度かそこでお茶

飲み会をしていたんだけれども、集会施設がちょっとなくなってしまうというふうなことが

あり、できなくなったという地域も中にはあるやに聞いております。そこでそういった地域、

近くに集会施設がない人に対しては、サロン活動のために送迎ができないのかなというふう

なことも思っているんです。 

  それで次の質問に移るんですが、町の方針として集会施設の統廃合が進められています。そ

こで、家の近くにサロンを開く場所がなくなった人たちに、サロン活動のために送迎車を出

すことはできないか。また、高城避難所の有効活用として、サロン活動に活用はできないか

ということをお聞きいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（色川晴夫君） 齊藤健康長寿課長。 

○健康長寿課長（齊藤惠美子君） 地域のサロンは自主的な活動というふうに捉えておりますの

で、町が送迎をするということは考えていないところです。 

  ただ、ほかの自治体の例を見ますと、季節のよい時期には外に椅子を持ってきて、決まった

時間になると高齢者の方々がそこにじわっと集まって、ちょっとそこで日がなたばこを吸い

ながら時間を過ごすとか、おしゃべりをしながら過ごす、そして帰っていくというような、

時間とかにとらわれない、そういうような集まりもあって、私はそれもサロンの１つかなと

いうふうに考えています。 

  また、最近はちょっとコロナですのでなかなかそういった機会はないんですが、コンビニの

中にちょっと座る椅子があるので、そこで集まってというような自治体もあるかというふう

に聞いておりました。 

  ただ、サロンのほうは送迎は考えていないんですけれども、町の事業としまして元気塾がご
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ざいますけれども、令和５年度試行的ではございますが、高城避難所を会場にいたしまして、

送迎付きの活動を実施しようかなという方向で計画しております。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井 靖議員。 

○３番（櫻井 靖君） 先ほども言ったんですけれども、やはり集会施設がなくなったことで、

そういうふうな場が失われた方々がいるというふうなのが何件かあるというのをちょっと聞

きましたので、やはりそういうふうな人たちの救済策というのはあってもよいのではないか

というのは私は思っているんです。やはりちょっとほかの集会施設に行くにしても、500メー

トルとかそのぐらいというふうな距離がこれから出てくるという形になれば、その人たちの

やっぱり足というのも考えてあげて、これまでできたことができなくなってしまうというふ

うなことは、やはり今後行政として考えていかなければならないのではないのかなと。ド

ア・ツー・ドアというふうな考えではなくてよいので、ぜひともそういうふうなある一定の

ところから一定のところに送迎をするというふうなサービスも、月に２回程度のサロンとい

うふうな形に多分なっていると思うので、そういうふうなサービスというものもよいのでは

ないか。ワゴン車１台ぐらいの多分人数であると思うので、サロンというような形ですので、

そういうふうなことをやって、やはり住民サービスの向上をしてはいかがかなと思うんです

が、そこら辺を改めてもう一度お伺いいたしますが、いかがでしょうか。 

○議長（色川晴夫君） 齊藤健康長寿課長。 

○健康長寿課長（齊藤惠美子君） お答えのほうも繰り返しになりますが、サロン活動での送迎

は現在のところ考えておりませんが、ただ高齢者の交通の問題、足の問題ということにつき

ましては、私たちも大変重要と考えておりますので、どういったことができるのかなという

ことは、今後も引き続き一所懸命町民の方々のご意見を聴きながら、考えていかなければな

らないというふうに認識しております。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井 靖議員。 

○３番（櫻井 靖君） では、あと高城避難所のことについてちょっとお話したいと思うんです

けれども、高城避難所という部分で話させていただくんですが、これからサークル活動が少

し活性化して、少人数の団体で部屋を使いたいとなったときに、やはり文化観光交流館だけ

では賄い切れない部分があるのかなと。文化観光交流館だけではちょっと部屋が広過ぎて、

どうかなというところもあると思うんです。それで、サークル活動、サロン活動が活性化す

ることになれば、高城避難所の活用というのももう少し考えてもよいのではないかと思って

おります。ぜひとも、今まで高城避難所というのはなかなか使われる機会がなかった。立派
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な設備があるのに、調理室などは何回使われたのかなとちょっと疑問に思っております。町

民が本当に自由に使えるスペースということで、以前私提案をさせていただいたんですけれ

ども、そしてある程度そういうふうなものをそろえていただいて設置をしたという経緯があ

りますが、なかなか避難所だからといってあまり宣伝できないんだよと言われて、そこが何

か活用されていなかったという経緯もありますので、それならばそういうふうなサロン活動、

サークル活動の拠点としてできないのかなという思いがございます。立派な建物があって、

そこが活用されていないのは本当にちょっと残念だなと思っております。廃止された施設よ

りもっと利用率が低いというようなことになれば、本当に本末転倒ではないのかなという思

いがありますけれども、高城避難所の活用についてはどのようなお考えなのか、お聞きした

いと思います。 

○議長（色川晴夫君） 蜂谷危機管理監 

○危機管理監（蜂谷文也君） 高城避難所の活用につきましてですが、以前、議員おっしゃると

おり、普段使いのほうでご意見いただきまして、一般的な開放ということも行ったんですが、

なかなかやっぱりこう利用率が上がってこなかったということがありました。ただ、最近は

新型コロナウイルス感染症の関係で、ワクチン接種の関係でどんぐりが使えないということ

もあって、高城避難所を中心にいろいろな教室、調理室も含めまして活用しているというこ

ともありましたので、ここをそういったどのような活用ができるのかというのは、そういっ

たサークルの担当のほうともいろいろ調整をさせていただきながら、活用のほうは考えてい

きたいというふうに考えております。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井 靖議員。 

○３番（櫻井 靖君） ぜひともやはり無駄にならないように、そういうふうな施設を使ってい

ただければと思います。廃止した本当に施設よりも使われない施設というのはあってはいけ

ないのかなと私思いますので、ぜひとも使われるような施策を考えていただいて、活用して

いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それから、先ほど元気塾のほうで送迎つきでちょっと考えていくというふうな方向がありま

して、ちょっと私この間の質問をさせていただいてよかったなというふうな思いはございま

す。そういう意味でサロンもできるならばそういうふうになればよいなと、すぐできるかど

うかは別として、そういう拠点として使えるんだったらなおさらよいなと思っております。

やはりそういうふうなことで、もう１つこうプラスで何か隣にスーパーがあって、買物難民

問題がそこでちょっと解決されるとか、プラスアルファのものがちょっとできることもある
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かなと思いますので、ぜひともそういうふうな幅広い視野を持っていただいて、考えていっ

ていただければなおさらよいと思いますので、今後とも少し知恵を出していただいて、新し

い施策に反映していただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  サークル活動、サロン活動を活性化させるということは、いつまでも元気でいられるまちづ

くりに役立つと思います。新型コロナが新しいステージとなり、新型コロナが流行する以前

の状態に戻りつつある今、サークル活動・サロン活動を通じて、元気で笑顔あふれる松島に

していただくことを願いまして、質問を終わらせていただきます。 

○議長（色川晴夫君） ３番櫻井 靖議員の一般質問が終わりました。 

  通告の順に従いまして質問を許します。 

  ２番米川修司議員。 

     〔２番 米川修司君 登壇〕 

○２番（米川修司君） ２番の米川修司でございます。 

  私から質問事項は１点となっておりますけれども、質問は大きく３つに分かれていまして、

あくまで質問事項は１つということであります。 

  今回のテーマが、松島町が過疎地域指定から外れる「卒業団体」になり得るために考えるべ

こととなりまして、過疎地域指定につきましては令和４年３月定例会の総括質疑で取り上げ

ましたけれども、１年前ですと過疎地域指定の直前ということもありまして、これは総括質

疑よりも一般質問のほうがふさわしいかもしれないという助言もいただいたもので、そうい

うことであれから１年たちましたけれども、再びこのテーマで一般質問にトライさせていた

だければと思います。 

  ちょっと私ごとですけれども、先日家族からあることを聞かれて答えに困りまして、町民の

方々のうち、幸福を感じている方の割合というのはどのくらいなんだろうと聞かれまして、

議員になって１年、はや２年目に入りますけれども、家族が幸せかどうかというのはある程

度把握しているつもりですし、足りない部分があれば自分が頑張ればそこは賄えると思って

いるんですけれども、充足できると思っているんですけれども、家族以外の町民の方々がど

のくらい幸せなのかと聞かれると、正直答えに困りました。 

  通告していないので無理に質問できないんですけれども、あくまで感想といいますか、肌感

覚で構わないんですが、もし無理でなければ、町民の中で幸福を感じている、とても幸せだ

ったり、ある程度幸せだったり、そういう肌感覚で何割くらいと感じられているか。感想と

いうことで、町長の感想を伺いたいんですけれども。 
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○議長（色川晴夫君） 櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） 幸福度調査をしたことないから分かりませんけれども、逆にいえばうん

と不幸だという人はあまりいないんじゃないかなというふうには感じていますけれどもね。

あとは、その度合いが100に対して何％以上の人が何ぼいるかというのは、ちょっとなかなか

答えづらいかなと。ただ、私が町長である限りは、幸せと感じる家族が多いことを望んでは

いたいというふうに思います。 

○議長（色川晴夫君） 米川修司議員。 

○２番（米川修司君） よく分かりました。 

  今町長が言われたように、確かに幸福度調査はやられていないということで、これは１年前

の総括質疑でも、私、過疎地域指定を契機にしまして、幸福度調査を実施したらどうかとこ

こで発言しておりますので、そのあたりお含みおきいただければと思います。 

  そうですね、推測にすぎませんけれども、既に幸福を感じているという町民が多ければ、過

疎地域指定から無理に卒業する必要性というのは高くないと思っておりますし、過疎地域に

指定されても現状維持でよいのかもしれません。一方で、もしあまり幸福を感じていないと

いう町民が多いのであれば、人口が減っていきますと税収がどんどん減っていって行政サー

ビスは悪化しますし、人手不足で町の活気はどんどん減っていくと推測します。 

  というところで、過疎地域指定の卒業がゴールではないんですけれども、もし過疎地域指定

から卒業できれば、あくまで客観的に見ますと、町民の幸福を一定程度は担保できるのでは

ないかと、そういう前提でこれから質問したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  では、質問の要旨に入りますけれども、本町が過疎地域指定団体に追加されて、早くも１年

が経過しようとしております。令和４年の全員協議会を経まして、９月定例会においては松

島町過疎地域指定持続的発展計画が可決されました。こちらの冊子ですね。この計画は松島

町長期総合計画、後期基本計画と同じく、令和７年度まで実施される予定であります。過疎

地域指定の最終年度は令和13年度でありますが、過疎地域指定から外れるための人口要件を

クリアする町へと変貌するのは、非常にハードルが高いと思われます。 

  今年度は過疎地域指定の人口要件のうち、中期25年間の人口減少率23％以上、かつ財政力要

件もありますけれども、こちらを満たしたことによりまして、過疎地域に指定されたわけで

あります。 

  どうしても文章が長いので１つ質問を入れたいところなんですが、これも通告していません

けれども、ただ思い出したのが、昨年７月の全員協議会で一度私が質疑したんですけれども、
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全協では明確な回答がなかったので、これからの答弁の中でもし可能であれば、触れられる

範囲で構いませんので、触れていただければと思います。 

  その質問というのが、たしかこの計画実施後、令和４年度末で終わりますので、令和８年度

中に国の検証というのが待っているという認識なんですけれども、その検証というのはどう

いったものなのか。また、その検証結果によりまして、次の過疎地域の計画の改定について

どのような影響が出るのかといったところ、こちら今後の答弁の中でもし可能であればお願

いしたいと思います。 

  では通告の順に続けまして、住民基本台帳人口によりますと、令和４年中の死亡者数は233

人であります。こちら、宮城県のホームページから私が電卓をたたいて集計したんですけれ

ども、これで合っていると思いますが、高齢者の割合が今後さらに高くなりまして、死亡率

が増加する一方、全体人口と前期高齢者が減少すると予測されますので、今後の死亡数は横

ばい、または徐々に減少に転じるものと推察されます。こちらについては、令和４年９月定

例会の一般質問において確認したとおりであります。 

  そこで（１）の質問に入りますけれども、令和４年中の転入者数というのが398人となって

いまして、社会増減としますと若干の転入超過となっております。こちら昨日の施政方針演

説にもありましたし、今後も転入超過が続くのを願っております。こちらはひとえに本町の

移住定住政策による一定の成果だと認識しておりますし、令和４年度に供用開始を予定して

います、松島イノベーションヒルズについても、大いに期待しているところであります。 

  そこで、①の質問としまして、令和７年度までの目標としまして、首都圏からの転入者数は

25人、定住促進補助件数は30件と計画上は設定されておりますけれども、こちらの現在の進

捗状況についてお尋ねします。 

○議長（色川晴夫君） 答弁。櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） 今議員から質疑がありました実際の実人数について答えてくれないかと

いうことでございますので、担当課長のほうから数字的なものは答弁させます。 

○議長（色川晴夫君） 佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君） ご質問にお答えします。 

  町のほうで計画しております持続的発展計画の中で町が取り組む移住定住、地域間交流の促

進人材育成の項目で掲げております移住定住に関する指標につきまして、令和４年度の状況

でございますが、こちら令和５年２月現在29人となってございます。そのうち、国の施策で

ございます移住支援金等によりまして移住された方が、３世帯８名ということでございます。
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また、定住促進の補助件数につきましてですが、令和４年度の実績は22件となっており、22

世帯68人が町外から移住されております。 

  平成23年度からスタートしましたこちらの定住促進事業補助金、こちらを活用して本町に定

住された方、これまでの延べは401世帯1,334人となっているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（色川晴夫君） 米川修司議員。 

○２番（米川修司君） 分かりました。 

  今の答弁にありました数値を確認する限り、もう既に令和７年度の目標に、もう転入者数に

ついてはもう目標を超えていますね。定住促進補助件数は、あともう少しで目標に達するか

と思います。 

  それも踏まえまして、あと先ほど申し上げましたが、令和６年度には松島イノベーションヒ

ルズが供用開始予定ということで、それも含めますと、この令和７年度の目標というのはこ

れより引上げが可能なのかもしれないと思いまして、町としてのこの令和７年度の期待値、

それぞれについてお尋ねしたいんですけれども。 

○議長（色川晴夫君） 佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君） こちらのほうで設定しております目標の指標でございますが、

すみません、こちらの年の件数、年度の件数でございますので、令和７年度で30件というこ

とで予定しておりますので、現在22件でございますので、もう少し若干の引上げが必要な指

標となっております。先ほど議員がおっしゃられたイノベーションヒルズ構想、あれにより

ましてさらに加速していけば、この目標、町が定めている目標に到達できるのではないかな

ということで考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 米川修司議員。 

○２番（米川修司君） よく分かりました。 

  次の質問ですけれども、②としまして、こちらすぐ読み上げるとちょっと唐突感があるので

す。なので前提を申し上げますが、その人口の自然増減の動向というのはやはりコントロー

ルが難しいというのが大きいかと思いますけれども、どちらかというと社会増減のほうが、

この過疎地域指定の卒業に向けて目標を掲げやすいのかなという前提でこれからお尋ねしま

す。 

  本町が過疎地域指定から外れるに際しまして、最低限必要な転入者数だったり、転出者数を
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ここまでに抑えたいといった、そういった見込みが町としてあると思っているんですけれど

も、まず令和７年度、年間どのくらいの人数を見込んでいるのか。可能であれば、卒業団体

を過疎地域指定の最終年度であります令和13年度、こちらの目標値、こちらも併せてお尋ね

したいところであります。お願いします。 

○議長（色川晴夫君） 佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君） ご質問にお答えします。 

  過疎地域からのいわゆる卒業につきましては、持続的発展の支援に関する特別措置法の中で、

卒業の要件というものは定められてございません。そのため、これまで10年間それぞれの時

限立法で更新してきました。この制度におきまして、新たに過疎に指定された市町村は法律

の期限まで卒業することはできない。ですから、いわゆる令和12年度までは卒業することが

できないということになってございます。 

  次の立法時に定められる指定要件に合致していなければ、そういう状況、卒業となりまして、

合致しているのであれば、引き続き指定を受けることになると考えております。 

  本町がこちらの指定から外れる、いわゆる卒業となる最低限必要な転入者及び転出者数、そ

れぞれの上限につきましては、次の過疎法が現時点でどのような要件になるのか、まだ定ま

っていないことから、詳細は詰まっておりませんが、現行の過疎法での指定要件の下で算出

した場合、令和12年度末まで毎年想定される自然減と同程度の人数が必要となってまいりま

す。年間170から180ぐらいが、増として維持していく必要があると考えているところでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（色川晴夫君） 米川修司議員。 

○２番（米川修司君） 分かりました。 

  その過疎地域指定の最終年度について、私の認識が誤っているかもしれないのでここで確認

したいんですけれども、通告書に書いたように、過疎地域指定の最終年度は10年後の令和13

年度と認識していたんですけれども、これは合っているでしょうか。 

○議長（色川晴夫君） 佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君） こちらは令和13年３月31日までですので、令和12年度でござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（色川晴夫君） 米川修司議員。 
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○２番（米川修司君） もう通告から一部誤ってしまいまして、大変失礼いたしました。最終年

度は令和12年度ということで、しっかり認識してまいります。 

  この②の質問のちょっと補足といいますか、この転入につきましては所管でいいますと、企

画調整課の守備範囲内であるかなと思っているんですが、こちらのほかの所管であっても、

間接的には移住定住政策に貢献していると認識していますので、まずそれが１点と、あと特

に転出については、ほかの所管におかれましても強く意識していただきたい数字だと思って

いまして、本来は各所管の課長さんにこの転出者数をどのくらいまで抑えたいか、お尋ねし

たいくらいの気持ちですけれども、ここでは佐々木課長に代表して答弁していただきました。 

  それで、この②の続きといいますか、転出については企画調整課をはじめ、ほかの所管にお

かれましても、引き続き最小限に抑えていただきたいという気持ちが強くあります。 

  あとは転入につきましては、こちらのこの雑誌を見かけまして、新聞でも報道されたんです

けれども、住みたい田舎ベストランキングということで、こちら新聞に載っていましたし、

あと、たまたま私の知り合いの娘さんが載っていましたので、こちら本屋で購入しました。 

  それで、東北エリアの総合部門というのを見たんですけれども、その前に、こちら全自治体

が回答しているわけではなくて、松島町は企画調整課がしっかり回答しておりました。後の

回答していない自治体はどうなのかなと疑問はありましたけれども、どうなんでしょうね、

この本のタイトルが、田舎暮らしの本ってことですので、回答していない市町村は、もしか

するとおらほの町は田舎ではないとそういう認識なのかもしれません、あくまで推測ですけ

れども。まず、こういうアンケートにしっかり回答していることに感心しております。 

  それでこちらを見ますと、東北エリア総合部門を見ますと、これは新聞記事にもなっている

んですが、こちら通告には書いていませんけれども、第２位が気仙沼市ということで、気仙

沼市はお試し移住事業であったり、ふるさとワーキングホリデー事業などなど講じておりま

して、新聞によると、人口減対策として来年度から50億円投入するということで、こちらは

本日の午前中に町長が触れられました、ふるさと納税が財源となっているようです。あとは、

本町の夫婦町ですね。にかほ市ですけれども、こちら昨年は議員として現地視察させていた

だきましたけれども、こちらにかほ市は東北エリアで第７位となっております。にかほ市で

はオンライン移住相談であったり、お試し体験住宅、移住体験ツアーなど、取り組んでいる

ようです。 

  それで、それを踏まえまして、先ほど転入者の目安というのを佐々木課長から答弁いただき

ましたけれども、あとその数値以上に転入者を増やすとなりますと、やはり目標を達成する
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には目新しい施策が必要だと思っていまして、こちらは施策としましては地域おこし協力隊

の導入など含めまして、これから具体的にどのような事業を優先して取り組んでいくのか、

お尋ねしたいと思います。 

○議長（色川晴夫君） 佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君） これまで町のほうで取り組んでまいりました定住促進事業、

いわゆる移住定住施策につきましては、戸建て住宅を建てられる方、または戸建て住宅を中

古で購入される方に対して支援をしてまいりまして、これまで先ほど報告させていただいた

数の実績を挙げているところでございます。 

  今後さらにそれらを後押しする事業といたしましては、昨日の施政方針の中でも若干触れさ

せていただきましたが、新たな出会いの場を支援する出会いサポート事業、さらには結婚を

機に新たに居住を求める新婚世帯の方に対しまして、ぜひ新婚生活は松島で暮らしてほしい

という願いを込めまして、新婚世帯応援事業に来年度から取り組んでまいりまして、移住者

の増加、特に若者の定住促進に努めてまいりたいと考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 米川修司議員。 

○２番（米川修司君） 分かりました。 

  今言われた新しい事業については、昨日も確認できております。あと、改めて今の答弁で確

認することができました。 

  通告書の中では、あえて地域おこし協力隊の導入というところを具体的に記載しております。

この先ほどお見せした田舎暮らしの本によりますと、この編集部が移住のきっかけになり得

ると想定しているものが大きく７つあるということで、１つ目は移住前後のフォローを熱心

に行っている民間団体数であったり、あと費用負担を非常に低く抑えた現地体験ツアーの開

催数であったり、婚活イベントの回数、移住者の事業承継を支援した件数、移住者の起業、

開業を支援した件数とありまして、あと残り２つが40代、50代単身者の地域おこし協力隊の

数、あとシニア世代の地域おこし協力隊の数、これで計７項目なんですけれども、７つのう

ち２つは地域おこし協力隊に触れられております。 

  地域おこし協力隊につきましては、以前に色川議長の一般質問にもありまして、総括質疑に

もあったというところで議事録を読ませていただきました。それで長期総合計画の後期基本

計画にも記載があるんですけれども、あいにく総事業費用としては、予算が投じられていな

い状況であります。 
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  近隣の市町を見てみますと、塩竈市では、これも最近新聞に載っていましたが、塩釜水産物

仲卸市場ブリッジプロジェクトということで、こちらについては消費者視点の発想や、様々

な技能を備えた助っ人を募集しているというところでした。 

  あと、おとといの記事ですかね。利府町につきましては、一度に計20人の地域おこし協力隊

を募集するということで、こちら具体的にはにぎわい創出として15人、開業創出として３人、

そして就農支援として２人ということで、記事にはっきりありましたけれども、もう町職員

の指導では限界がありますということで、こちら地域おこしの起爆剤を期待して、20人も募

るということでありました。 

  本町においては、私が把握する限りは農業や漁業の分野だとなかなか難しいところがあると

いうところですけれども、こちらはほかの分野ですね。例えば観光の分野ですけれども、一

般社団法人松島観光協会、こちらで地域おこし協力隊を募集しまして、協力隊の管理まで、

町が観光協会へ委託できないかとそういうところも思うんですけれども、そのあたり答弁を

いただければと思います。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） 今利府のお話も確かに一昨日だったか、新聞で読ませていただきました

けれども、その前に熊谷町長から話を聞いていたのは、利府では梨を栽培する後継者がいな

くなってきているということで、名産利府梨と言っているのに生産者がいなくなるのでとい

うことで、協力隊で一気に呼び込んで、１人、２人だと駄目だという判断をされたのではな

いかなということは、前いらっしゃったんだけれども、なかなか生産側の価格が上がらない

ので辞められたそうなんですね。利府とすれば、協力隊の人がやっと梨畑をやってくれたと

いうことで喜んでいたんだけれども、もう３年ぐらいで帰ってしまったと。それで困ったと

いうことで、一気に20人を、たしか３ブロックぐらいに分けてやっていると思うんですね。 

  これと同じようなことをやっているのが、亘理ですね。亘理の鳥の海のほうにあるレジャー

施設等に関しては、協力隊の人たちを使って、たしか何人いましたかと言われると、10名弱

ぐらいの方がいらっしゃったと思います。そういった方々が今やっていたというのは、去年

私現場を見て説明を受けてきていますけれども、そういったところで、観光等に関わってい

きたいということでありました。 

  協力隊を観光協会に委託してどうですかというのは、観光協会長とは会食なんかしたときに

は、協力隊の話をしたこともあります。ですから、観光協会がよいのか、それから林業の関

係者の方々がよいのか、どちらにしてもそういうほうの力を借りてやらなくちゃならないと
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いうところにはもう来ているのが、一次産業のほうではないのかなというふうに感じており

ます。ただ、一次産業をこの協力隊がやる上には、かなりハードルが高過ぎるということは

感じておりますので。かといって、観光はハードルが低いかというとそうでもないので、こ

れも３年で卒業して何をするかだけなんですね。協力隊は３年ですから、３年間をきちっと

学んで、お金の経費をある程度報酬をいただいて次のステップを踏む。そのきっかけを何に

使うかというのも、きっちり協力隊の方々と話をして町で制度をつくっていかないと、多分

うまくいかないんだろうと思います。 

  これまでいろいろ協力隊についての質問ございましたけれども、いろんなところで協力隊を

受け入れないかという話はしているんですけれども、なかなか現実、受け入れる側がね、な

かなか現れてこない。これは町ででは受け入れればよいのかということは今、米川さんから

言われましたけれども、これらについては今後検討課題というふうにしていきたいと思いま

す。 

○議長（色川晴夫君） 米川修司議員。 

○２番（米川修司君） よく分かりました。 

  色川議長をはじめ、この議場でこの地域おこし協力隊について質問質疑をされてきて、あと

長期総合計画にもしっかり載っているわけであります。本当にその必要性が乏しければ、そ

もそも町政に載せる必要性はないわけで、今でも計画に残っているということは、少なから

ずその必要性を町として認識されていることと思います。 

  あとは、いつ始めるかですけれども、全国を講演で回っている方の話を思い出したんですが、

大体、人というのはやらないとき、やれないと思うときというのは、大体はやれない理由を

探しているときだという言葉を思い出しまして、今の話は人というか行政の話になりますけ

れども、その方の話によると、とにかくやれないと思っている人がやれるようになるために

は、とにかくよい意味で割り切りが必要だということで、それも一理あるなと思ったのを思

い出しました。 

  まず、いつやるのかと問われると、もう今やるべきではないのかと私は思いますし、既にこ

れから着手しようという前向きな答弁を聞きましたので、こちらは改めて町としてもんでい

ただいて、半年でも１年でも早く、まず地域おこし協力隊の導入が実現することを大いに期

待しております。 

  これで第１問目を終わります。 

○議長（色川晴夫君） 米川議員に申し上げます。１時間経過しておりますので、ここで休憩に
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させていただきたいと思います。 

  では休憩に入ります。再開を15分にいたします。よろしくお願いします。 

     午後２時０１分  休 憩 

                                            

     午後２時１５分  再 開 

○議長（色川晴夫君） 再開いたします。 

  一般質問を継続します。 

  米川議員。 

○２番（米川修司君） では、引き続き２問目に入らせていただきます。 

  通告の順に従いまして、令和４年中の出生者数というのが46人と集計していまして、自然増

減としましては大幅な減少となっているところであります。先ほども申しましたが、転入や

転出といった社会増減とは異なりまして、この自然増減というのは施策の成果をコントロー

ルするのは難しいところだと認識しております。それにもかかわらず、こちらの留守家庭児

童学校におかれましては、令和４年12月定例会の一般質問でも触れましたけれども、定員超

過でありましてもスタッフを増やして何とか対応していただいているということで、こちら

感謝しております。 

  まず、①の質問ですが、子育て支援策を強化する一環でファミリーサポートセンターという

のが本町で開設されていますけれども、新型コロナ感染拡大前は年間利用件数が86件であっ

たところ、長期総合計画によりますと令和７年度までの目標が60件にとどまっておりまして、

こちらの要因がどういったものかお尋ねいたします。 

○議長（色川晴夫君） 安土町民福祉課長。 

○町民福祉課長（安土 哲君） ご質問の利用件数につきましては、松島町長期総合計画、後期

基本計画におきまして令和７年度の目標を60件としておりますが、近年の実績から目標を設

定しております。第二期松島子ども・子育て支援事業計画では、令和６年度までの計画期間

中利用見込みを50件としておりますが、利用件数がとどまっている要因としましては、コロ

ナ禍における感染への危惧、ファミリーサポート以外の子育て支援サービスの充実などが考

えられるところです。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 米川議員。 

○２番（米川修司君） 分かりました。新型コロナの影響があるというのと、ほかのファミリー



５７ 

サポートのサービスがあると承知しました。 

  それで、令和３年度の決算資料を見ると支援活動は計44回ということで、協力会員が７人、

両方会員が２人というところでありました。仮にこの支援活動60回という目標を達成するた

めに、令和７年度までに協力会員、両方会員それぞれ何人まで増やさないといけないか、そ

ういった見込みの数値を教えていただきたいです。 

○議長（色川晴夫君） 安土町民福祉課長。 

○町民福祉課長（安土 哲君） コロナ禍からだんだん緩和されてきておりますので、見込みは

当初目標どおり行けるかどうか、推測はちょっと難しいところであります。 

  ただし、これまでの利用回数、例えばコロナ禍前の令和元年であれば、利用回数が55人で協

力会員が７名とそういった状況でしたので、協力会員、両方会員数とも増えるような努力を

しまして、公衆とか講座で支援、ホームページによる会員の募集等、周知に努めていきたい

と思います。 

  また、具体的な目標数値は決めておりませんが、もし近隣の２市２町の周知の仕方などよい

ところはまねて、回数等を増やしていきたいと考えております。 

○議長（色川晴夫君） 米川修司議員。 

○２番（米川修司君） 分かりました。 

  協力会員の募集については広報まつしまでも拝見しておりまして、もしかすると協力会員が

少ないために、この目標を少なく見積もらざるを得ないのかというそういう懸念もあったん

ですけれども、今の答弁によると、まず支援活動60回をこなす分には、協力会員の人数は現

状に近い人数で賄えるのかなというところかと思います。 

  また、このファミリーサポートセンターを利用する需要というのが潜在的に存在すると私は

想像しているんですけれども、利用件数を増やすための具体的な取組、こちら何かあればお

尋ねしたいと思います。 

○議長（色川晴夫君） 安土町民福祉課長。 

○町民福祉課長（安土 哲君） 一番はこのようなサービスがあるということを知っていただく

機会をつくることが大切かなと思われますので、当町で行っている取組以外、ほかの自治体

におきましては社協だよりへの掲載だったり、あと民生委員さん等の協力も得ながら周知に

努めている取組を把握しておりますので、こういったところも周知の一環として今後協力い

ただいて増やしていくような方策を取っていきたいと考えています。 

  以上です。 



５８ 

○議長（色川晴夫君） 米川修司議員。 

○２番（米川修司君） よく分かりました。 

  まず、今後より周知を徹底していただいて、こちらの利用件数がより増えるように取り組ん

でいただければと思います。 

  先ほど留守家庭児童学級に触れましたけれども、全国的にはいわゆる小１の壁ということが

言われていまして、保育所、幼稚園から小学校に上がるときに、共働き世帯では放課後に子

供を預ける先がないということで、そういう小１の壁という問題が全国的にありますけれど

も、本町に限って言いますと小１の壁というよりは小４の壁、中学年の壁というのがあるよ

うに見受けられます。 

  そうしますと、まずこのファミリーサポートセンターの活用方法というのはもっとあると思

っていまして、例えばこのファミサポの利用料を減免の上、留守家庭学級においての待機児

童の受皿にできるとよいなと最近思うところがあります。 

  加えまして、先ほど松島イノベーションヒルズに触れましたけれども、こちらの供用開始の

後、コロナ前の水準よりもこのファミリーサポートセンターの件数がもっと増えていくのが

自然ではないかとも感じております。松島イノベーションヒルズのこの企業立地ガイドが手

元にありますけれども、こちらを見ますと、充実した生活子育て環境のご提供ということで、

幼稚園、保育所の待機児童がゼロの町で安心してお仕事ができますとうたわれております。 

  一方で、この子供たちの放課後の安心を提供するというところ、こちらが引き続き持続可能

かどうかというところ、正直懸念しております。留守家庭児童学級でも受け入れられないと、

あとファミリーサポートセンターでも対応し切れないということが今後起きてしまいますと、

せっかくこのイノベーションヒルズで勤める共働き世帯の家庭のお子さん、こちらの受皿に

困ってしまうかなと思っていまして、するとどうすればよいかと困ってしまいますけれども、

留守家庭児童学級でもファミサポでも対応できないとなりますと、あと受け入れられるのは

放課後子ども教室くらいかなと現時点で考えております。 

  放課後子ども教室については昨年12月定例会でも触れましたけれども、こちらの開催頻度を

増やして待機児童を受け入れざるを得ないことも考えられるかなと認識しております。こち

らの子ども教室は所管が別ですけれども、留守家庭児童学級、ファミサポでも受け入れ切れ

ない場合を想定しますと、こちらどういった対応が現時点で可能なのか、そのあたり答弁い

ただければと思います。 

○議長（色川晴夫君） 安土町民福祉課長。 
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○町民福祉課長（安土 哲君） 留守家庭児童学級等におきましても、児童40人に対して支援員

１人など、そういった基準があるところです。ファミリーサポートに関しましても、協力会

員なくして受け入れる場所がございませんので、仙台市等で行っている例がほかの場所を借

り上げて、市がそういった場所を提供している実例もありますので、費用等の面もございま

すので予算面などもちょっと私どものほうで検討しながら、増えていった先にそういった受

入れ先が提供できるのかどうかといった取組も考えていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 米川修司議員。 

○２番（米川修司君） よく分かりました。 

  ほかの市町に倣ってくださいということは決してなくて、ほかの市町のよいところは今後も

取り入れて、引き続きこの待機児童の解消ですね。子供たちの放課後を安全に暮らせる場所、

過ごせる場所というのをしっかり確保できるように、今後もお願いできればと思います。 

  それでは、②に移ります。 

  今度は児童館についてですけれども、児童館の自由来館につきまして利用状況が気になって

いるんですが、第二小学校、第五小学校に通う児童の利用状況というのをお尋ねいたします。 

○議長（色川晴夫君） 安土町民福祉課長。 

○町民福祉課長（安土 哲君） 児童館の自由来館に係る利用状況について、お答えします。 

  １月末現在で第二小学校児童が42名、第五小学校児童がゼロ名となっております。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 米川修司議員。 

○２番（米川修司君） 分かりました。 

  令和３年度の決算資料を見ただけなんですけれども、利用者数が延べ1,153人ということで、

そのうち二小と五小に通う児童の利用状況が気になったんですけれども、今言われた人数か

ら大きく乖離することはないかなと把握しております。 

  今言われたとおり、児童館の自由来館につきましては、二小と五小の子供たちの利用の頻度

が高くないと言えるかと思います。そういったことを踏まえまして、児童の居場所づくりで

あったり、地域の子育て支援等を目的としまして、今後は児童館活動の一部をほかの小学校

区でも提供するべく、児童館の出前授業といった施策が新たに必要なのではないかと考えて

おります。 

  児童館の出前授業と申しましたけれども、従来の出前授業については把握していまして、こ
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の令和３年度ですと計４回実施されていまして、参加者数が136人ということでありました。

このうち二小と五小の子がそれぞれ何人なのかがちょっと決算資料では見つけられなかった

んですけれども、こちら答弁可能であればお願いいたします。 

○議長（色川晴夫君） 安土町民福祉課長。 

○町民福祉課長（安土 哲君） 申し訳ございません。内訳は把握しておりません。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 米川修司議員。 

○２番（米川修司君） では、こちら別の機会に確認させていただければと思います。 

  この通告の文言がちょっと言葉足らずだったかもしれませんけれども、既に児童館の出前授

業というのはやっていまして、今回私が提案したいのはいわゆる出前児童館の授業というこ

とで、こちら全国的に見ますと宝塚市であったり、沖縄市であったり実施しているんですけ

れども、出前児童館ということで、いわゆる常設型というものであります。具体的には地域

の方々と協力しながら、曜日と場所を決めて定期的に各小学校区でミニ児童館というものを

実施しているということであります。 

  先ほど児童館の出前授業の二小と五小の利用者数はまだ不明なんですけれども、こちらもし

かすると児童館の自由来館は利用したいけどなかなか利用できない子供たちが二小と五小に

いるのではないかと危惧をしておりまして、それが事実であれば、やはりここは二小と五小

の子供であっても、定期的に通える児童館というのが小学校区にあるのが望ましいと考えて

おります。そのあたりどのような見解なのか、答弁をお願いいたします。 

○議長（色川晴夫君） 安土町民福祉課長。 

○町民福祉課長（安土 哲君） 自由来館の場合ですと、一度自宅に帰宅しましてから児童館だ

ったり、二小のひまわり学級であれば第二小学校に赴いて、留守家庭児童学級の子供たちと

一緒に遊ぶといった形なんだろうなと思っております。ご存じのとおり、二小のひまわり学

級につきましては、大変手狭なところもありますので、そういったところで子供たちに気を

使わせているところもあるかと、これは推測ですけれども考えております。 

  今後の話にはなってしまいますけれども、保育所の分園のほうが、高城保育所分園が統合に

なりまして、予算審査のほうで説明はさせていただくんですけれども、今まで分園幼稚園が

あった場所で留守家庭児童学級をやっていこうかというふうに計画しておりますので、そう

いった場合、結構スペースができるので、一度帰られた子供たちがまたあそこに行ってみよ

うかというふうな機会を得られるのではないかなと考えています。ただし、五小学区につき
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まして、どんぐり学級は品井沼環境改善センターで行っておりますので、広さ的にはそんな

申し分もないと。ですので、いわゆる校外活動、４年生以上ですと校外活動のほうを熱心に

やられているのではないかなというふうにはちょっと考えているところです。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 米川修司議員。 

○２番（米川修司君） 分かりました。二小、五小、それぞれについてひまわり学級、そしてど

んぐり学級との兼ね合いもあるということで、今の答弁でよく分かりました。 

  そうですね。まず、先ほど①では留守家庭児童学級について触れまして、この②では児童館

の自由来館について触れましたけれども、私も見学した限り、それぞれ活動に大きな差はな

いと認識していますけれども、とはいえ制度上は別々の活動というところもありますし、そ

ういったところ、この②番ではあくまで児童館の自由来館の機能というのをこれから拡充し

てはどうかなと、そういう提案であります。 

  今回の一般質問の大きなテーマ、過疎地域指定の卒業がありますけれども、それに向けては

通告のとおり、よほど大きく町が変貌しないとこの卒業というハードルはとても高いという

認識ですので、従来のよいサービスは継続しながら、あと付加価値を高めながら、あとは今

後目新しい事業というのを１つでも多く取り入れていただきたいという思いでこの提案をさ

せていただきましたので、ぜひ提案していただければと思います。 

  では、（２）の質問は以上となります。 

  最後に、（３）につきましてであります。 

  冒頭に、昨年すみません、時期は正確に思い出せませんけれども、文化観光交流館におきま

して子供向け落語体験会に参加させていただいて、参加といっても実際子供に混じって何か

したわけではないんですけれども、こちらアトレ・るに出向きまして、そこで第一小学校の

４年生が大漁唄い込みを町民の前で披露しているところを目の当たりにいたしました。実は

初めて見たわけですけれども、私としては、やっぱりこの芸術文化活動を継承していくこと、

あと町民の前で披露することというのはとっても意味深いなと、とても感心したところであ

りますので、これからも教育委員会におかれましてはこういった企画を継続していただけれ

ばと思います。 

  前置きは以上といいますか、あと通告に従うんですけれども、通告は質問１点のみでありま

すけれども、この一般質問の原稿を書いているうちに、これと関連した問題があることに気

づきました。これはあくまで問題があることに気づいたということで、具体的に先日の新聞
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記事に中学校の部活動の地域移行、これに触れていまして、ここでは山形県教育委員会が取

り上げられていましたけれども、こちらでは部活動の地域移行は目標時期を今のところ明記

していないと、そういう記事がありました。 

  まず、本町におきましては、松島中学校の部活動というのは以前のバスケットやサッカーな

どで優勝回数を見てみますと、私が生まれる少し前までの間においては、宮城県一と言って

も過言ではなかったと見ております。このことは当時の生徒の頑張りはもちろん、父兄が応

援、学校や地域の支援だったり、町の支援のたまものであったと思います。あと、その後近

年におきましては、野球やソフトボール、そしてサッカーなどすばらしい成績を残していま

して、直近ですと今年度サッカー部が18年ぶりに東北大会に出場したと記憶しております。

しかしここに来まして、学校の部活動の在り方が問われまして、指導者などは学校の先生か

ら民間に委託されるということのようであります。 

  そういったところも踏まえながら、こちらの通告に戻りますけれども、本町におきましては

学校、家庭及び地域が協働しまして、元気で心豊かな子供を育むための土台づくりに取り組

んでいるところであります。教育に関する今後の課題というのは複数存在しますけれども、

子供が芸術文化を通じて豊かな心を育む機会の創出、これが特に必要と思われます。既に本

町では巡回小劇場など各種事業を通しまして、子供が様々な分野の芸術に触れているところ、

今後は子供だけではなく大人の目を引くような新たな音楽活動に取り組んでみてはどうかと

考えております。具体的には松島中学校吹奏楽部のように、新たなクラブ活動として小学校

単位、あるいは３校合同でもよいんですけれども、金管バンドを設置しまして、学校の内外

を問わずに子供たちが演奏を披露する場が生まれるとよいと思っております。そして、将来

的には子供たちが行進しながら演奏するマーチングバンド、そしてその延長としまして、小

学生から大人まで一緒になって活動できるマーチングバンドが誕生することによりまして、

子供も大人も住み続けたいまちづくりが促進されると考えております。このような施策は人

口減少を抑制する起爆剤となると考えておりますけれども、こちらどのような見解をお持ち

か、答弁をお願いしたく思います。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） 今回の質問、教育に関することなので教育長に答弁させますけれども、

結構よいニュースを持っているようでございますから、教育長からぜひバスケのことから、

それから楽器のことから、よい報告を聞いていただければというふうに思います。 

○議長（色川晴夫君） 内海教育長。 
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○教育長（内海俊行君） よい報告になるかどうか分かりませんけれども、いみじくも米川議員

が部活動の地域移行についてお話ありました。それで、地域移行が今教育委員会で一番頭病

みしているところでございます。なぜかというと、土日にやってくれる指導者がいるかとい

うことです。学校ですといます。けど、土日いない。たった土日の２日間さえいないという

ことで、それについてお金を出さなければいけないのか、出さなくてもやってくれるのかと

かそういうことを考えると、非常に悩ましい問題があるということで、しかもそれを運動部

がクリアした場合には、今度は文化部が移行します。吹奏楽部が土日誰が見ていただけるん

ですかということになります。そうすると、若干これからの教育委員会としてはハードルが

物すごく高くて、よく笑いながら言うんですけれども「ウルトラＥ難度だな、これは」とか

と言うんですけれども、大変なことになってきます。それを何とかしようとして、体協等の

会長さんとか相談しながらこれから進めていきますが、国のほうでも７年という決まりを決

めておりましたが、７年をめどにと違和感がありました。それだけ現場の方が混乱している

というのがご理解いただけるのではないかなと思います。 

  本題に戻ります。米川議員さんがおっしゃった小学校のブラスバンドという話なんですけれ

ども、これについてもなすことによって学ぶということで、子供たちにいろんなことを経験

させるとそれだけ伸びるんですけれども、まず指導者誰するんですかという話になってきま

す。それで、県の教職員人事異動の中には、マーチングバンドをできる人が欲しいと言って、

そういうように、はい、やりますというような人事異動方針は書かれていませんので、やっ

ぱり来た人がやるしかないと。それはできないんだけれどもやらせるというような形に、ま

るでブラック企業みたいなことになってしまう可能性があります。それで、そういうことも

踏まえると、中学校のほうがまず終わりましたら、中学校のほうが片づいたらそういう話も

よいのかなというのが今のところです。 

  そして、褒めていただいた大漁唄い込みなんですけれども、あれはある日突然大漁唄い込み

を復活させようと思ったのではなくて、ちょっと名前を忘れたんですが、町の観光振興計画

の中に伝統文化をちゃんと引き継ぎましょうという話があるので、それで引っ張ってきてい

るところです。そういうことも踏まえて、今みんなで海の盆とか、その前の地域のお祭りと

かでですね、こうくりくり踊りながら回っていったらよいのではないかなという気で今やっ

ているところです。 

  それから、まるごと学には今年から２時間ずつそれを学ぶような時間を取っておりますので、

そういう意味でこちらのマーチングバンドではないんですけれども、今のところ既存のある
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程度やれてきている大漁唄い込みで攻めていこうかなというのが、今のところ私と教育委員

会の考えでございます。 

  そして、畏れ多いと言われるかもしれませんが、前もお話したんですけれども、保護者の学

校に期待するのは何ですかというと、大体７、８割が学力と言うんですね。そうすると、定

住移住を考えたときに、ああ、松島は学力が高くて、そして英語が子ども国際観光科もやっ

ているとかと言って来ていただけたらよいかななんて、これは捕らぬ狸の皮算用となるかも

しれませんけれども、そんなことを考えながら、少しでも町長が施政方針で言ったのに一助

でもなればなと思うんですけれども、最後のやつはちょっとうぬぼれているんじゃないかと

言われると困るんですけれども、学力はこの前も言ったように結構いいんです。ランキング

発表したいぐらい、ここまで出ているんですけれども、ランキング発表しては駄目だと言わ

れていますので、それはあれなんですけれども、思いっきり声高らかに言いたいところがあ

るんですけれども。そういう意味で、あそこは幼稚園教育も充実している、学校も充実して

いる、そして何か文科系もいいんじゃないのって、あるいは松中だって運動系もいいんじゃ

ないですかというような方向になってですね、過疎化脱却なるかどうか分かりませんけれど

も、とにかくそういう形で考えているところでございます。 

  以上です。長くなりましたけれども、以上です。 

○議長（色川晴夫君） 米川修司議員。 

○２番（米川修司君） よく分かりました。本町の学力水準について改めて教えていただいて、

それについては今後も町の大きなアピールポイントとなると思いますので、引き続き学校教

育におかれまして、お願いできればと思います。 

  あと、そうですね、マーチングバンド、金管バンドの指導者をどうするかというところです

けれども、ちょっと通告にはしっかり書かれていませんでしたけれども、確かに金管バンド

をまず小学校単位で、まず小学生に始めてもらうとよいなという気持ちが確かにあるんです

けれども、かといっても学校の先生の負担をこれ以上増やしたいというのは、もちろん本意

ではありません。ですので、小学校で始めるのであっても、初めから生涯学習で始めるので

あっても、いずれにせよ指導者は外部から呼ばざるを得ないという認識であります。 

  続けさせていただきますと、一部再答弁を求める形になるかもしれませんがご容赦いただい

て、子供たちにとりまして芸術文化活動というのは、情操教育の上からも必要であり、かつ

重要なことであります。また、子供たちに夢や希望を与えるものと私は確信しております。

かつてはその芸術文化活動の必要性であったり重要性を踏まえまして、本町の各小学校にお
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きまして鼓笛隊の演奏が活発に披露されて、大きな実績を挙げていたと聞いております。そ

こで、部活動の民間委託のこの機会に、同時にマーチングバンドの結成を推進してはいかが

かとそういう思いで質問しております。 

  観光地である松島町におきましては、発表であったり活躍の場が豊富にあります。具体的に

は松島パークフェスティバル、こちらは富谷市のマーチングバンドがこのイベントで演奏し

ていたこともあります。あとは文化観光交流まつり、こちらも披露、発表、活躍の場があり

ますし、あとはクイーンズ駅伝については五大堂太鼓なんですけれども、もし松島ハーフマ

ラソンが開催できれば、こちらでいずれはマーチングバンドを披露するというのもとてもよ

いことだなと私は感じております。そういったところで、観光地ならではというところで、

子供たちの励みになるものが大いにあると考えております。 

  こちら改めまして、町独自のマーチングバンドの結成というのをこう切に願っているんです

けれども、こちら答弁をお願いできればと思います。 

○議長（色川晴夫君） 内海教育長。 

○教育長（内海俊行君） すみません、町でといったら私ではないんでしょうけれども、一応お

話させていただければと思いますが、私が小学校の頃、第一小学校とか各小学校でマーチン

グバンドがありました。それがだんだん衰退していった理由は、やっぱり指導者と楽器の破

損です。替えがなく、あとベルリラというんですかね、ああいうのがあって華々しくやって

いたところです。でも、そのように衰退していった１つが、さっき言ったように楽器の破損

と指導者のあれということなので、私が思うのは学校教育だとうまくこう意図的、計画的に

子供たちを指導できるんですけれども、それだと長続きしないことが多いんです。 

  だから、生意気かもしれませんが、米川議員さんおっしゃったように大人からマーチングバ

ンドをやり始めて、それでこの指止まれって子供を吸い上げていただきたいと。そっちだと

比較的長くできて、指導者がもうそこにいますので、そういうような形で考えて、過疎化解

決にしていくというのも、何か１つの手ではないかなと私自身考えております。ただ、町長

と話が合うかどうか分かりませんけれども、以上です。 

○議長（色川晴夫君） 米川修司議員。 

○２番（米川修司君） よく分かりました。再答弁をお願いする形になってしまいました。 

  私も先ほど生涯学習から始めてもよいと申しましたけれども、今教育長が言われたように、

まず大人が集まって少しずつ始めて、子供に対してこの指止まれとこう投げかけるという形

も大いにありかと思います。 
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  私としましては、先ほど富谷マーチングバンドに触れましたけれども、富谷市内の小学校の

ことを思いまして、富谷市ですと各小学校に金管バンドがあると。あと、各小学校が集って

演奏会などもあるということで、そういうものを思いながら質問させていただきました。 

  あとは、本当に芸術文化活動というのは多岐にわたるわけで、私ごとですが高校時代は合唱

部に所属していましたので、町の合唱活動というのを盛り上げたいという気持ちもあります

けれども、まず最もアピール性が高いというところは、私はマーチングバンドかなと今は考

えております。 

  先ほど触れたとみやマーチングエコーズにつきまして、今月定期演奏会があるんですけれど

も、入場整理券を申し込もうとしたんですが、既に残念ながら受付が終了していました。と

みやマーチングエコーズのホームページを見ますと、「平成２年に“音楽を通しての町づく

りを”“マーチングを通しての青少年の健全育成を”という目的のもとで結成された一般市

民バンドです。」「マーチングの技術向上を図るだけでなく、仲間とマーチング活動を共に

する中で、人間的な成長をすることを第一の目的と考えています。」こういうプロフィール

が載っておりました。 

  あとは、今年１月ですね、某神社のどんと祭に出向きましたけれども、そこで子供たちが射

的であったり輪投げであったり、そういったものではしゃいでいる姿を目の当たりにしまし

て、これはコロナ禍の影響で、もしかすると子供らしさというのを表に出す機会というのが

この３年で激減しているかなと強く思いましたので、この過疎地域指定を契機としまして、

成果をはっきりと実感できるような目新しい事業に着手してもらいたいという思いで、この

質問をさせていただいております。 

  最近私が見たテレビドラマでヒロインのおばあさんが言っていたんですけれども、「人は

3,000円の使い方で人生が決まるよ」というせりふがありました。こちらはもしかすると行政

に当てはめますと、過疎債の使途によって町の将来が決まるのかもしれないとふと思いまし

た。 

  具体例を挙げますと、先ほど菅野議員が一般質問で触れられましたけれども、昨今川崎町で

は全小中生の給食費を無償化する財源に過疎債を充てるということで、こちら町長としては

子育て世帯を何とか支えたいという思いでこの決断に踏み切ったと、そういった新聞記事が

ありました。川崎町としましては、子育て世帯を何とか支えたいという、これで過疎債の使

い道を決めて、これはやっぱりこの川崎町の将来を大きく左右する決断の１つなのかなと新

聞記事を読んで感じました。 
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  あとは、そうですね。ということで、とにかく私としましては、こちらにつきましては財政

支援を伴うものですので、改めまして町長の見解、答弁をお願いしたいところであります。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） 過疎指定になったときにはですね、正直いって議員と同じような気持ち

に一瞬なりましたけれども、何でだという話に自分自身もなりましたけれども、今は逆にあ

る一定年度までの間で、逆に国のほうから全国で六十二、三か所だったと思いますけれども、

追加指定されたと。その中で、ちょっと後押しするからまちづくりちゃんとやれよという話

なのかなというふうに、よいほうに捉えて、逆にその過疎債を有効に使ってまちおこしにつ

なげていく方法を考えようかということで、今回も予算のほうに入りますけれども、どんぐ

りの改修工事とかそういったものは年度を切って、一応３年で工事期間を見ているんですけ

れども、そういったものに過疎債を充てて、しっかりやって対応していこうかと。そういう

ほうの使い方も工夫しながら、やっていきたいというふうに思います。 

  過疎イコールマイナスではなくて、過疎イコール今この時点になったので、プラスアルファ

のほうに切り替えてやっていきたい。それからイノベーションのほうに触れられましたけれ

ども、議員が考えられるように、逆にどうしたらよいんだ、児童館と言われるようになって

いただければありがたいなと。そこに視点を置いて、しっかりやっていきたいというふうに

思います。 

○議長（色川晴夫君） 米川修司議員。 

○２番（米川修司君） よく分かりました。 

  私も今１年前から過疎地域指定については決してマイナスのイメージばかりではなく、むし

ろプラスに転じる大きなきっかけになり得ると、ここ１年近く考えておりました。 

  マーチングバンドについてこう長々と質問しましたけれども、昨年は社会実験の中で歩行者

天国もありまして、これは来年度もぜひ実現してほしいというところで、私としましては将

来的には松島海岸の歩行者天国において、我が町独自のマーチングバンドが演奏しながら練

り歩く日が訪れることを切に願っております。 

  こういったマーチングバンドといった目新しい取組、事業が過疎地域からの卒業につながる

と信じていますし、あと松島イノベーションヒルズが大きなところですけれども、それに伴

う移住定住政策であったり、子育て支援政策であったり、そういったところも過疎地域指定

の卒業に大きく近づくそういうものだと思いますので、なかなか卒業団体となるのはハード

ルが高くて、本当にまさに変貌を遂げないと難しいわけですけれども、それを目標にするこ



６８ 

と自体はとても有意義だと思いますし、その中で過疎地域指定の卒業を目指す中で町に活気

が増えてきて、それで町民の幸福度が上がって、そういったまちづくりというのを切に望み

ながら、この一般質問を終わらせていただきたいと思います。 

○議長（色川晴夫君） ２番米川修司議員の一般質問が終わりました。（「休憩」の声あり） 

  休憩の声がございます。では、最後の櫻井貞子さんの前に休憩に入りたいと思いますので、

15時でございますから、15時15分に再開いたします。 

     午後 ３時００分  休 憩 

                                            

     午後 ３時１５分  再 開 

○議長（色川晴夫君） 一般質問を続けます。 

  ４番櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君） 議長のお許しをいただきましたので、通告に従い質問させていただきま

す。本日、一般質問最後トリということで、今朝ほど議長に指名されました。鳥ではなく、

ウサギのようにぴょんぴょんと軽やかに質問させていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

  それでは、誰もが安心して利用できるトイレの整備について質問いたします。 

  先月３年ぶりに開催されたかきまつり、たくさんの方が松島に訪れ、新鮮なカキを笑顔で頬

張っておられました。観光客が多く、にぎわいが戻ったように感じました。 

  男性のトイレでも、サニタリーボックスの需要があることはご存じでしょうか。日本でも食

文化が欧米化してきたことが原因で、高齢の男性を中心に膀胱の病気になる方が増えていま

す。日常生活においても尿意を感じる頻度が増大して、時には我慢できずに漏らしてしまっ

たり、これを防ぐためにおむつや尿漏れパッドを履いて過ごす対応が一般的です。男性でも

おむつや尿漏れパッドを使用する方が増えており、男性用トイレでも使用済みの汚物を廃棄

するサニタリーボックスが求められております。 

  松島町においても、誰もが安心してトイレを快適に利用できる思いやりが必要ではないでし

ょうか。改めて、観光客、住民が利用する公衆トイレの現状について伺います。 

  １番目、男子トイレにサニタリーボックスを配置するお考えはいかがでしょうか。 

○議長（色川晴夫君） 答弁。櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） 公共施設におけるサニタリーボックスの設置につきましては、現在町が

直接管理する施設の多機能トイレには既に設置されているトイレが多いことから、多機能ト
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イレであればサニタリーボックスがあることの周知に努めてまいりたいというふうに考えま

す。 

  また、男性用個室トイレにつきましては、既に役場庁舎を含め、新年度の清掃業務を発注し

ているところでありますけれども、今後施設の状況を踏まえながら、このサニタリーボック

スが設置できるよう検討していきたいというふうに考えております。 

  なお、指定管理者が管理する施設のトイレなどについては、管理者の意見等も今後参考に聴

きながら、前向きに検討していきたいというふうに思います。 

○議長（色川晴夫君） ４番櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君） 承知いたしました。 

  今回の質問に当たりまして、町内のトイレを何か所か見てまいりました。非常に年数が経過

したもの、冬場はとても寒く使いづらいものが大半でした。西行戻しの松公園のトイレは、

閉鎖されて使うことができませんでした。新築当時は最新のものだったと思われますが、現

代にマッチした洋式温水式、冬でも快適に使えるトイレの改良が必要ではないでしょうか。 

  ２つ目の公衆トイレの和式・洋式の改善について、お伺いいたします。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） 公衆トイレの和式、３番目に行ってよろしいんですかね。（「いや、２

番目の」の声あり）観瀾亭の敷地ではなくて。 

○４番（櫻井貞子君） これはもちろん質問しますが、その前に全体というか。 

○町長（櫻井公一君） 全体のことに関しては、産業観光課長から答弁させます。 

○議長（色川晴夫君） 太田産業観光課長。 

○産業観光課長（太田 雄君） 西行については冬期間観光客があまりいないということで、そ

ういった対応を取らせていただいておりますが、洋式化については男子のほうが和式で、多

機能のほうが洋式というスタイルを取っておりまして、その辺は公衆トイレということもあ

りまして、まず和式から洋式に替えるとなると、水回りの建物なので結構金額もかさばると

いうこともありますので、その辺はちょっと計画的に、洋式化については今後検討してまい

りたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） ４番櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君） 承知いたしました。 

  なかなかいろいろなところにトイレがたくさんありまして、管理についても県のものだった
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り、町のものだったりという部分があるので、非常に先ほどの回答によって、今後サニタリ

ーボックスについても設置するというようなお話を聞きましたので、次に移ります。 

  先ほど観瀾亭の話がありました。今回の新年度予算に計上されております観瀾亭の敷地内ト

イレの進捗状況について、いつ頃完成するものなのか。 

  そして、また今回トイレを見たときに、その観瀾亭の職員の方にちょっと聞いたんですが、

観瀾亭に入る前に200円の入場料を支払って、抹茶とか、そしてゆっくりして、そしてトイレ

を催して建物にトイレがないというふうに思わなかったようなんですよね。大変気の毒なこ

とに、その方は失禁してしまって、大変な思いをして、職員の方が掃除をしたということを

聞きました。本当にその日本三景の美しい思い出が、思い出したくない場所になってしまっ

たのではないのかなと実は私は思いました。 

  それで、仮設トイレをまず大至急造っていただきたいと、正しい設計どおりの使いやすいト

イレを造っていただきたいんですけれども、その前に仮設トイレを設置する考えはないのか、

お聞きしたいと思います。 

○議長（色川晴夫君） 太田産業観光課長。 

○産業観光課長（太田 雄君） 観瀾亭のトイレなんですけれども、今年度で設計業務が完了し

まして、来年度の工事を予定しているところでございます。本工事について、職員の更衣室

と多機能型トイレ１基を設置するもので、トイレの内容については温水洗浄機付の洋式便座

を計画しておりまして、工事については現時点で考えているのは閑散期の冬場の工事のほう

を検討しておりました。 

  それで、ちょっと仮設というようなお話だったんですけれども、事前通告がなかったもので、

答弁の用意はしていなかったんですけれども、その辺ちょっと仮設を設置するべきなのか、

それとも下の観光協会さんが入っているレストハウスなりを使用してもらうか。あるいは明

月庵のほうに今トイレがございますので、その辺を快適に用を足してもらうという意味から

その辺の利用もちょっと、やさしい日本語でもあったんですけれども、ぜひ思いやりという

１つの観点から、いろいろちょっと検討してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君） 承知いたしました。 

  その多機能のトイレを設置するまで、観瀾亭博物館にはトイレがありませんというような、

受付に表示するべきではないかなというふうに思います。よくいろいろな商店に行っても、
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ここでトイレはありませんというようにしっかり明記しているところがあります。そういっ

た優しさも必要ではないのかなというふうに思います。 

  それでは、２番のもう１つ、児童公園内トイレの冬期間封鎖ということで、見に行ったとき

がちょうど雪で埋もれていて、やっとの思いでトイレに行って、どういうトイレかなと開け

てみようとしたら、どこも開けられないという状態で封鎖していたということがあったんで

すが、冬期間は大体何月から何月の間封鎖しているものなんでしょうか。 

○議長（色川晴夫君） 赤間建設課長。 

○建設課長（赤間春夫君） 児童公園内のトイレにつきましては、凍結による水道管破裂や漏水

を未然に防ぐという意味から、毎年気温が低くなる12月中頃から３月中頃まで冬期閉鎖を行

っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君） 承知いたしました。 

  公園にやはり地域のお年寄りとかがひなたぼっこをしたりして、トイレがなくて不自由なん

ですよというような話もちょっとお聞きしたんですが、先ほど温水の完備されたトイレはお

金が高くかかると言っていましたけれども、住民に対してやはり環境のよい取扱いの優しい

トイレというような考えとかはあるんでしょうか。 

○議長（色川晴夫君） 赤間建設課長。 

○建設課長（赤間春夫君） 公園内のトイレですけれども、冬場でも利用されているという方が

おられるということは、町としても認識しているところでございます。あと、児童公園内に

つきましてはトイレが11か所ありますけれども、いずれも温水洗浄のものはありません。で

すので、これからも温水洗浄に改造していくというのが今後検討事項かなと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君） 承知いたしました。 

  それでは、３番目に移らせていただきます。 

  多機能型トイレの設置について、ご質問いたします。 

  いろいろな様々なニーズに対応するトイレが、望まれていると思います。 

  私は実は父が介護で、男性のトイレに父を連れていくことができずに、なかなか大変ひどい

つらい思いをしたというか、ここで待っていてねと、私も実はトイレに行きたくて、父にこ
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こにいてねと言われたんですけれども、認知症の父だったんですけれども、結局はぐれて、

汗を出して探したというような経験もあります。 

  そういう意味ではファミリー型のトイレとか、それから今はいろんな病気、事故が原因で人

工肛門オストメイトとか、あと先日、目の不自由な石巻の一歩の会というところに、私アイ

マスクをして、白状をついて実際に歩いてみました。非常に目が見える晴眼者であれば、あ

そこにテーブルがある、あそこに便器があるというふうに分かるんですが、目の不自由な方

はトイレのところまで行くのがとてもとても大変なんです。そういう意味では、多機能型と

いうと今広々トイレ、広く造られているんですね、車椅子対応ということで。でもそんなに

広くなくても今の車椅子、軽量のコンパクトになっているという部分もあるので、ぜひその

目の不自由な方にも対応した点字プレートをつけた誘導できる、誰もが安心して使えるよう

なトイレがやっぱり望まれているのではなかろうかなというふうに思います。 

  そこで、その改善等についてお聞きしたいと思います。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） その件に関しては、後で総務課長から答弁させますけれども、その前に

観光エリア内のトイレに関しては、議員ご存じかもしれませんけれども、瑞巌寺の落慶法要

のときに多くの人が観光で訪れるだろうということで、トイレの数の問題、どうしたって急

に造れとか、それから仮設で置こうかといってもなかなか足りないだろうということで、商

店街の方々で、もしトイレを貸してもよいですよという方々には、おもてなしトイレという

ことで町のほうに登録してもらって、それぞれマップを作ってやった経緯があります。シー

ルも貼っているかもしれません。そういったことで対応していますので、観瀾亭のほうに関

しましても、先ほど太田課長が答弁した内容で、すぐに仮設を置けばよいという問題ではな

くて、しっかりしたものを早めに、できるだけ早く来年の３月、今から１年以内にはできる

んですね、よいものができているように頑張っていきたいとこのように思います。 

  今の議員の質問については、総務課長より答弁させます。 

○議長（色川晴夫君） 千葉総務課長。 

○総務課長（千葉繁雄君） 多機能トイレにつきましては、新たに施設整備を行う際にはまず必

ず設置していることということと、あと役場庁舎をはじめ、保健福祉センターと文化観光交

流館、あとは観光地内の公衆トイレなど、多くの方が利用する施設にはほとんど設置してい

るところです。 

  基本的には多機能トイレという表記をしている、あるいは多目的、ちょっと表記の違いはあ
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るんですけれども、介護を例えば必要とする異性の方でも基本的には利用をできるというふ

うになっていますので、そこは利用していただければというふうに思いますが、あと点字の

ちょっと話があったんですが、いろいろ今公共施設の中で把握している範囲では46か所ぐら

い、多機能トイレというんですかね、そういうものがあります。ただ、構造にもいろいろ違

いがありますので、そこは確認をさせていただいて、できるところは予算的な部分も関係し

てきますので、今後もそこは検討していきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君） 承知いたしました。 

  松島海岸の主要な場所、非常に海岸駅前の公衆トイレだったり、霞ケ浦や五大堂の前の公衆

トイレだったり、グリーン広場、もちろん福浦島の公衆トイレ、全て宮城県の管理になって、

公園の草刈り、トイレの清掃も宮城県が管理となっているということが分かりました。そう

いう意味で、新築して31年から５年くらいの幅広い建築の順番があるんですが、ほとんどが

ジャパニーズスタイルなんですね。これがとても私は利用したくないと、実は拝見いたしま

した。何か所か壊れているところもありました。そういう観光客等が利用した、この現況に

ついての連携とかは町としてはあるんでしょうか。 

○議長（色川晴夫君） 太田産業観光課長。 

○産業観光課長（太田 雄君） 今議員お話のあった件については、結構やっぱり観光客のほう

からも問合せもいろいろあるものですから、その都度県のほうにこういう話がありましたよ

というようなことでお伝えして、お問合せはしておりますので、引き続きその辺は県に問い

かけてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君） 承知いたしました。 

  利用者の立場から考えますと、和式トイレの洋式化というのは必要と思われます。これまで

も、これからもですかね、県に改善要請等行っていただき、高齢者、そして外国人も多く観

光に来られ、松島のトイレ事情について、やっぱりちょっと改善していただきたいなという

ふうに思います。誰もが安心して利用できるトイレの改修について、お願いしたい。サニタ

リーボックスについても、県のほうにお願いしたいなというふうに思います。 

  それでは、４番目の小学校・中学校内のトイレの和式・洋式のトイレの割合はということで、
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実はこれ2016年９月議会に同僚の赤間幸夫議員が聞いていただいて、その後どのような改善

された点なのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（色川晴夫君） 千葉教育次長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） 現在、小中学校における洋式のほうの割合は、小学校の

ほうで約４割、中学校のほうで約５割となっております。2016年のその議会から増えている

のかと言われると、一部多目的トイレの設置なんか行っておるんですが、大きく増えたとい

うことにはつながっていないのかなというところでございます。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君） 承知いたしました。 

  ただ、現在ＬＧＢＴＱの多様性に対応するトイレがやっぱり設置を望まれているという部分

で、設置されているわけですね。１つ、何基設置されている。 

○議長（色川晴夫君） 千葉教育次長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） ちょっと何基までとなるとあれなんですが、ちょっと小

学校で少ないところですと、ちょっと１つしかないところもあります、現実ですね。あと、

中学校のほうは少し、半分程度には改善されているかなとは思うんですが、まだそれでも半

分という状況でございます。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君） 承知いたしました。 

  令和２年の都道府県の公立学校の施設トイレのこの一覧があるんですが、お隣の大郷は

100％洋式化になっております。そういう意味ではやっぱり松島は遅れているんだなと非常に

思いますので、ぜひ松島の大事な将来を担う子供たちが毎日、毎日利用するトイレです。何

よりも優先するべきものではないでしょうか。 

  ５番目の質問に移ります。 

  災害時の非常用仮設トイレの準備について伺います。 

  何度か非常用の物資倉庫というんでしたっけ、拝見して仮設トイレがあるなというのは承知

しておりますが、バリアフリーとか手すりがついたものかとか、高齢者に配慮したものかと

か、ちょっと心配なものがあります。お聞きしたいと思います。 

○議長（色川晴夫君） 蜂谷危機管理官。 
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○危機管理官（蜂谷文也君） 災害時の非常用トイレの準備状況につきましては、まず大型の仮

設トイレ、こちら車椅子の方でも対応できるものになりますが、こちらが６基ほど備蓄して

おります。また、組み立て式の簡易トイレ、これ洋式になりますけれども、こちらが37基ほ

ど備蓄しております。また、水が不要で、凝固剤とか消臭剤とそれらとセットになっている

いわゆる携帯用トイレというものがあるんですが、こちらを9,700個ほど備蓄しているという

ような状況となっております。そのほかに、避難場所内のベンチを仮設のトイレとして活用

できるものが、本郷児童公園であったり、城内の児童公園に合わせて３基ほどございます。

さらに役場の駐車場の敷地には、下水道のマンホールに直接仮設トイレが設置できるように、

マンホールトイレに対応できるものが８か所ほどございまして、既設のトイレなどで携帯用

トイレを活用するとか、被害の状況に応じて対応できるように、現在様々な種類の災害時用

トイレの確保に今努めているというような状況でございます。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君） 承知いたしました。 

  先ほど話しました高齢者によっては、女性の生理用品や尿取りパッド、大人のおむつなども

やっぱり必要なものかなと、非常時には持ち出せないで大変不自由な思いを、3.11のときは

したなというようなことも思います。そういう部分についても準備はされていますか。 

○議長（色川晴夫君） 蜂谷危機管理官。 

○危機管理官（蜂谷文也君） 大人用のおむつであったり、尿取りパッドというものも併せて定

期的に購入しておりまして、充足率の向上に努めているというところでございます。 

  以上です。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君） 承知いたしました。 

  公衆トイレのイメージは暗い、汚い、臭い、そして寒い、非常にイメージが悪いです。これ

からのトイレはやはり明るい、きれい、そして利用してみたいと思うようなトイレの改造計

画をお願いして、１問目の質問を終わりたいと思います。 

  すみません。次に２問目、脱炭素につながる取組についてお伺いいたします。 

  気候変動の影響が至るところで災害が発生しております。 

  昨年７月、当町においても異常気象による線状降水帯によるかつて経験のない雨量による被

害を受け、農業関係に激甚災害指定を受けるなど全町にわたる被害を受けました。 

  ご承知のとおり環境省では、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動を推奨し



７６ 

ております。2050年カーボンニュートラル及び2030年削減目標の実現に向けて、国民・消費

者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後押ししております。 

  我が町においても、気候変動対策に対する取組が必要ではないかと思われます。 

  ご所見をお聞きしたいと思います。 

  １つ目、ひと昔前は物を大事に使い、壊れて使えなくなったら新しい物に替える、そういう

時代でした。でも、今は二酸化炭素の温室効果ガスの排出量削減のために省エネルギーの性

能の良い電化製品、ＬＥＤのテレビ、そしてノンフロンの冷蔵庫などに買い換えることが必

要です。買換えの奨励の取組の考えはございませんか。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） 温室効果ガスの排出量削減につきましては、国が2050年のカーボンニュ

ートラルに向けて、2030年に温室効果ガスを2013年度比で46％削減することを目標に掲げて

おりますが、目標達成のためには町民や事業者の自分たちが主体となり、対策を講じていな

ければいけないという認識を持ってもらうことが一番重要であるというふうに捉えておりま

す。 

  家庭におけるごみ削減やＬＥＤの精度の高い設備導入などの温暖化対策に係る奨励を行う考

えがあるかということにつきましては、総務課長より答弁させます。 

○議長（色川晴夫君） 千葉総務課長。 

○総務課長（千葉繁雄君） エネルギー性能の高い設備の導入も温室効果ガス削減に向け、高い

効果が得られる対策であると認識しておりますので、日常生活における対策とともに効果的

な設備の導入について、広報やホームページで周知にまず努めてまいりたいと思います。 

  例えば経済産業省の資源エネルギー庁なんかでも、省エネ性能のカタログというものを公表

していますので、ただ相当分量が多いものですので、それをかいつまむような形で周知して

いければよいかなというふうに思います。 

  また、あとは例えば環境省なんかでは、例えば今ご自宅で使われている電気製品と、例えば

次に買い換える電気製品が明確になっているのであれば、どれぐらいの消費電力の削減がで

きるかですとか、あとは電気代が削減できる、あとはＣＯ２の削減もどれぐらいできるかとい

うのが比較できるようなシステムのちょっと仕組みなんかも公開されていますので、そうい

ったものをちょっと周知できればというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井貞子議員。 
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○４番（櫻井貞子君） 承知いたしました。 

  松島町のホームページの総務課環境防災班で周知している中に、非常にいろいろな資料が載

っているんですが、みやぎ環境交付金を利用した通学路防犯灯の設置ですね、平成23年から

計画的に町内の1,900基ですかね、ＬＥＤ化にしているという部分とかあり、もっともっと大

きく町が取り組むということをアピールして進めていったらよいのではなかろうかなという

ふうに思います。 

  ２番目に移ります。 

  食品ロスを減らすための取組について、お伺いします。 

  家庭や生産者、ホテル、学校、商店、先ほど総務課長のほうからもお話があった、その事業

者とかいろいろなところでの取組という形だったんですが、家庭ではやはり生ごみがごみの

半分を占めるとかですね、非常に３きり運動というんですかね。私も主婦なので買い過ぎな

いで、食べ切って、そしてごみを捨てないというような努力をするというような形で進める

ようにやはりしなくてはいけないということで、ホームページのほうに食品ロスを減らしま

しょうとかというふうにこう書いているんですけれども、全員が町民の皆さんがホームペー

ジを開いて見られるわけではないので、ぜひ今回の３月の広報と一緒にこのごみカレンダー

が配布されたわけなんですが、このように使い勝手の良いもので、やはり私たち住民もごみ

減量につながる、そして脱炭素につながる取組というのがやっぱり大事なんですよというよ

うな形での食品ロスの減らす取組等については、町のほうではどのような取組をされて、生

産者だったり、ホテルだったり、商店とかという部分については、どのような周知をなさっ

ているのかお聞きしたいと思います。 

○議長（色川晴夫君） 千葉総務課長。 

○総務課長（千葉繁雄君） まず、食品ロスに関しては町としては、県のほうで宮城県の食品ロ

ス削減推進計画を策定していまして、令和元年度を基準に令和12年度まで21％削減するとい

う目標が掲げられております。この目標値を参考指標と捉えておりますので、例えば災害時

の備蓄品なんかでもアルファ米ですとか、ビスケットの賞味期限の近づいたものをフードバ

ンクに提供し、食糧支援とともに食品ロスの削減に努めているといったこともございます。 

  また、あと昨年の12月には、包括連携協定をファミリーマートと締結したんですが、そこで

は家庭にある食べ切れない食品を持ち寄り、地域の福祉団体や施設などに寄附を行うフード

ドライブ事業なども町内の全店舗で行っておりますので、買物では必要な分だけ買っていた

だく。それから、食べ切れる量を作るといった基本的な事項の周知と併せて、余った食品の
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有効利用を図れる場の周知など、食品ロスの削減に努めてまいりたいというふうに思います。 

  それから、あと学校現場においても、家庭課や社会科の授業の中でそういった食品ロスの問

題について学習する機会を設けておりますし、毎年給食だよりにおいて食品ロスの削減の取

組について周知をしているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君） 承知いたしました。 

  本日の第１問に菅野議員が聞いていただいた、学校給食が非常に物価高騰している中で、非

常に賄い食、非常に大事に使っているというふうに聞いていたわけなんですが、残食とかと

いうのはあるんでしょうか。お聞きしたいと思います。 

○議長（色川晴夫君） 答弁。千葉教育次長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君） 残食はやはりあります。そして量の比較でいうと、これ

もちょっと前に給食センターのほうに確認したところ、去年と大体同じ推移で、残食の量の

パーセンテージにはなっているということでした。 

  以上でございます。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君） 承知いたしました。 

  町のホームページに余った食材をそのフードバンクに寄附するというふうになっております

が、私もちょっと生産者だったり、商店に食品ロスというか、賞味期限のものだったり、農

家であれば製品にならなかったものとか、どのぐらいあるものなんですかとちょっと聞いて

みたんですね。そうしたら、農家であれば３分の１は市場に出せないと。非常に何かもった

いないということをお聞きしました。今松島町だとＡ＆ＣＯＯＰさんしか今生鮮食料品ない

んですけれども、もう１つあったのか、ごめんなさい。Ａ＆ＣＯＯＰさんであれば、生産者

が産直のコーナーに野菜とかを納品して、そして何日かたって売れ残りといったら大変失礼

なんですけれども、売れずに残ったものについてはその農家の方が引き取りに行くという。

なかなかその生産した方もなかなか報われないなというような仕組みを聞いてまいりました。

そして、そういう意味でやはり賞味期限が近づいているものについては、ワゴンセールとい

うような形で商店については処分をしていると。 

  そういう意味では、やっぱりそのフードバンク、松島ではなかなかこども食堂が少ないとい

う部分があるんですが、ぜひ町、行政のほうからももったいないを合い言葉にして、身近な
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ところから少しずつ食品ロスの協力をお願いしたいというふうにホームページでもうたって

おりますが、ぜひお取組の強化をお願いしたいと思います。 

  今回、最後に質問したい脱炭素型の製品・サービスを選択すると取組の考えはということで

したんですが、ほかの市町村の実例を挙げて大変恐縮なんですが、環境フェアだったり、い

ろんな住民の方を巻き込んで、そのごみ削減、脱炭素の取組をいろいろ企画したりしている

んですね。そういう意味で、私たち消費者も賢く製品を選ぶ知識を身につけなくてはいけと

いうふうに思います。 

  私、実は先日気仙沼に行ってまいりました。お土産を買ってきたんですけれども、ちょうど

マイバッグを持っていなかったんですけれども、お店の方が手作りのマイバッグなんですが

これでよかったら差し上げますよという形で、気仙沼の商店街の方たちはこのような新聞を、

なるべく海に負担をかけない、そういう取組を細やかにしているんだなという部分を感じま

した。 

  そういう意味で、やはり松島も海の、そして美しい平成25年12月には松島湾が日本で初めて

世界で最も美しい湾クラブに加盟して、恵まれたこの自然、そして自然と歴史が調和した本

当に誰もが美しいと。昨日議員の先輩方がいろんなところに視察して見学しているが、やっ

ぱり松島はきれいだと、みんなが一同がうなずいておりました。この松島を守るためにもＣ

Ｏ２削減、そして地球温暖化を食い止める、ゼロカーボンシティを目指すような施策を考えて、

住民一人一人が脱炭素の取組に参画できるように期待したいと思います。 

  もし、最後に町長から脱炭素の取組について、再質問でお答えをいただけるのであればお願

いしたいと思います。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） 脱炭素には国を挙げて、なおさら宮城県の場合は環境大臣が宮城県でご

ざいますので、宮城県がやっぱりしっかり取り組む必要があるということは、実は市長会、

町村会でも話題になって、まず宮城が模範を示さなくてはならないのではないかという話で

の内容にはなっております。 

  今我が松島につきまして、今、議員さんからいろいろ聞かれましたけれども、まずさっき町

のごみカレンダーを提示されていましたけれども、昨年そのごみカレンダーをカラー刷りで

作りましたけれども、実はこんなに効果が出たのかなと思うぐらいごみが減量になったこと

と、それから再資源化するそのリサイクルごみが増えたということで、町としてはちょっと

数字を、今ちょっと数字押さえていただいたやつを持ってこなかったのであれだったんです
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が、かなりの数字の効果があったなというふうに思っております。また令和５年度分も作っ

て、この間配布したので、より効果がまだ出てくるんだろうと。そういったことについても、

町民一人一人のごみに対する考え方。 

  それから、あともう１つは１月と２月に各小学校の６年生を対象として、タウンミーティン

グをやりました。そのときに、子供たちが松島をやっぱり一番考えるときに、きれいな松島

であってほしいという話がどこの学校からも出ていまして、特に海辺の海岸縁の例えばどこ

からか流されてきたビニール製品のごみとかですね、そういったものについても町としてし

っかり対応してほしいんだという。我々は、私たちはこのきれいな松島をいつでも守って、

私たちも守ってきたし、これからもそういう松島であってほしいという。町の取組は今どう

いったことをやっておりますかとかですね、そんないろんな意見交換をさせていただきまし

たけれども、その６年生の子供たちが考えるごみに対しての対応の仕方、こういったことに

ついては改めて感じ得るものがございました。 

  ですから、こういったことの一つ一つを、今後町として、予算として反映できるものについ

ては反映していきたいし、それを言うことが子供たちにとってはまた有意義な話合いがあっ

たというふうに思っていただけるんだろうというふうに思います。 

  そういうことで、町民誰もがそのごみに対する意識の高揚を図れるように、様々なところで

これからも対応して、またいろいろお話をしていきたいとこのように思います。 

○議長（色川晴夫君） 櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君） 承知いたしました。 

  最後にとさっきも言って、もう一度、１つだけちょっと言い忘れたのでお話しします。 

  10月１日から10月31日まで、ごみ削減ゼロ月間というような月間になっておりまして、お隣

の塩竈市での広報活動では、市の広報の１ページを割いて、ごみ削減の掲載を毎年されてい

るんだそうです。ぜひ松島も大分前にあったのかなとちょっと思っているんですけれども、

そういうような取組もお願いして、私からの質問を終わりたいと思います。 

○議長（色川晴夫君） ４番櫻井貞子議員の一般質問が終わりました。 

  お諮りします。一般質問は継続中でございますが、本日の会議は以上をもって閉じたいと思

います。一般質問は明日３日に延会したいと思いますが、これについてご異議ございません

か。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（色川晴夫君） ご異議なしと認めます。 
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  以上をもって本日の会議を閉じ、延会といたします。 

  再開は明日３月３日、午前10時です。 

  今日は大変ご苦労さまでした。 

     午後３時５９分  散 会 


